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ᅈ˟̬ᨦСࡇો᪃੩ᚕ ᇹᲭ༿ 
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    ᲭᲭᲭᲭஉஉஉஉ࠰࠰࠰࠰2222ᲱᲱᲱᲱ

ឡ┴࣓ ࣕ࢟ࣉࢵࢪ࣮ ࢱ࣮ࢡࣛ  

 ࢇࡷࡁࡳ



ァ

ァ

࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  ࡵࡌࡣ 1࣭ 

ァ㸯 ་⒪ಖ㝤ไᗘ ァ
ᥦゝ㸯㸸ࠕᅜᅜಖ 㸦ࠖ௬⛠㸧ࡢタ    ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 「࣭ 

ᥦゝ㸰㸸ᅜಖࡢ㒔㐨ᗓ┴⛣⟶క࠺㈈ᨻᇶ┙ࡢᙉ  ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 」࣭ 

ᥦゝ㸱㸸ࠕᅜ㧗㱋⪅་⒪ไᗘ 㸦ࠖ௬⛠㸧ࡢタ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 4࣭ 

ᥦゝ㸲㸸ูᶆ‽ᐃ㢠་⒪㈝ไࠊཎ๎ᚋⓎ་⸆ရᣦᐃไᗘࠊᝈ⪅་⸆ရ㑅ᢥไࡢᑟධ᳨ウ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 監࣭ 

ᥦゝ㸳㸸ಖ㝤⪅㛫ࡢ㈨᱁ሗ➼ࢱ࣮ࢹඹ᭷ࡢ᥎㐍➼   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 盤࣭ 

ᥦゝ㸴㸸ᅜಖࡿࡅ࠾Ꮚࡢࡶಖ㝤ᩱ㈇ᢸࡢ㍍ῶ   ࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 7࣭ 

ァ㸰 ་⒪ไᗘ ァ
ᥦゝ㸵㸸་ᖌ☜ಖᑐ⟇ࡢᣑ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 8࣭ 

ᥦゝ㸶㸸ಖ㝤་⒪ᶵ㛵➼ᑐࡿࡍᣦᑟ࣭┘ᰝయไࡢᐇᙉ    ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 9࣭ 

ᥦゝ㸷㸸ࢇ࠶ᦶࢪ࣮ࢧࢵ࣐ᣦᅽ࠺ࡹࡁࠊࡾࡣࠊཬࡧᰂ㐨ᩚ⾡ᡤᑐࡿࡍᣦᑟయไࡢᙉ     ࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 1࣭0 

ᥦゝ10㸸᪂࡞ࡓ㈈ᨻᨭไᗘಀࡿᐇᴗࡢᣑ     ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 1࣭1 

ᥦゝ11㸸ᒆฟࡿࡼᩆᛴ་⒪㛵ࡿࡍᗋࡢタ⨨      ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 1࣭「 

ァ㸱 ㆤಖ㝤ไᗘ ァ
ᥦゝ1「㸸ㆤࢫࣅ࣮ࢧᮍ⏝⪅ࡢಖ㝤ᩱ㍍ῶᥐ⨨ࠊ⿕ಖ㝤⪅ࡢ⠊ᅖᣑ    ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 1࣭」 

ᥦゝ1」㸸ㆤࡢࢫࣅ࣮ࢧᩱ㔠ୖࡏไᗘࡢᑟධࡿࡼㆤ⫋ဨ➼ࡢฎ㐝ᨵၿ       ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 1࣭4 

ᥦゝ14㸸ㆤࡢࢫࣅ࣮ࢧᆅᇦ㛫᱁ᕪࡢṇ     ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 1࣭監 

ᥦゝ1監㸸ㆤࢫࣅ࣮ࢧᴗ⪅ཬࡧ⏝⪅ࡿࡅ࠾せㆤ≧ែᨵၿࡢព㆑ྥ  ୖ    ࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 1࣭盤 

ᥦゝ1盤㸸♫ಖ㞀ไᗘࡢ➼ࢸࣥࣛ࣎ࡿࡅ࠾༠ാಁࢆ㐍ࡢࡵࡓࡿࡍ⤌᳨ࡢࡳウ   ࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 1࣭7 

ᥦゝ17㸸ㆤᨭᑓ㛛ဨࡢ㈨㉁ྥୖಀࡿ◊ಟไᗘࡢᨵၿ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 1࣭8 

ᥦゝ18㸸ㆤಖ㝤ἲ㐠⏝ゎ㔘ࡾ࠶ࡢ᪉ࡢᨵၿ     ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 1࣭9 

ァ㸲 Ꮚ⫱࡚ᨭไᗘ ァ
ᥦゝ19㸸᪂ඣ❺ᡭᙜไᗘࡿࡅ࠾ᡤᚓไ㝈ୡᖏุ᩿ࡢᇶ‽ࡢぢ┤ࡋ     ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 「࣭0 

ᥦゝ「0㸸ㄆᐃࡶࡇᅬࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀᇶ‽ࡿࡅ࠾⮬ᅬㄪ⌮⩏ົࡢࡅぢ┤ࡋ    ࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 「࣭1 

ᥦゝ「1㸸ಖ⫱ᡤ㐠Ⴀ㈝ࡢ㸱ṓ௨ୖඣ㣗㈝ࡢ⟬ධ     ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 「࣭「 

ᥦゝ「「㸸ಖ⫱ኈಟᏛ㈨㔠㈚ᴗࡢぢ┤ࡋ     ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 「࣭」 

ᥦゝ「」㸸ᑠつᶍಖ⫱ᴗࡢಖ⫱ᚑ⪅➼ಀࡿᥐ⨨     ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 「࣭4 

ァ㸳 㞀ᐖ⚟♴ไᗘ ァ
ᥦゝ「4㸸㞀ᐖ⚟♴ࢫࣅ࣮ࢧ┦ㄯᨭᴗᡤࡢ┦ㄯᨭᑓ㛛ဨࡢ」ᩘ㓄⨨ࡿࡼయไᩚഛ     ࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 「࣭監 

ᥦゝ「監㸸㞀ᐖ⚟♴ࢫࣅ࣮ࢧᨭ⤥㔞ࡢỴᐃ᪉ἲࡢᨵၿ   ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 「࣭盤 

ᥦゝ「盤㸸ᆅᇦ⏕άᨭᴗࡿࡅ࠾ᚲ㡲ᴗࡢಶู⤥     ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 「࣭7 

ᥦゝ「7㸸㧗㱋㞀ᐖ⪅ᑐࡢࢫࣅ࣮ࢧ♴⚟ࡿࡍぢ┤ࡋ    ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 「࣭8 

ᥦゝ「8㸸㔜ᚰ㌟㞀ᐖඣ医⪅㸧ࡢᅾᏯᨭయไᩚഛ    ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 「࣭9 

ァ㸴 ⏕άಖㆤไᗘ ァ
⏕άಖㆤไᗘ㛵ࡿࡍᥦゝ࠸ࡘ  ࡚     ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 」࣭0 

ᥦゝ「9㸸་⒪ᢇຓࡢ㐺ṇᐇຠࡿ࠶ไᗘࡢᑟධ    ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 」࣭1 

ᥦゝ」0㸸༢⤥ไᗘࡢᣑཬࡧ⌧≀ᨭ⤥ไᗘࡢᑟධ      ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 」࣭「 

ᥦゝ」1㸸⏕άಖㆤཷ⤥㈨᱁୍ࡢᗫṆไᗘࡢタ       ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 」࣭」 

ᥦゝ」「㸸ᇶ‽⏕ά㈝ࡢ⣭ᆅ༊ศࡢ㐺ṇ࣒࣮࣍ࣉ࣮ࣝࢢࠊධᒃ⪅ࡢᇶ‽⏕ά㈝ࡢタᐃ       ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 」࣭4 

ᥦゝ」」㸸⏕άಖㆤཷ⤥⪅ࡀṚஸࡓࡋሙྜࡢ㑇␃㔠ရᩚࡢ࠸ᢅྲྀࡢഛ      ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 」࣭監 

ᥦゝ」4㸸⏕άಖㆤᐇయไࡢᣑ     ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 」࣭盤 

ァ㸵 ࡢࡑ ァ
ᥦゝ」監㸸⌧ሙࡢᐇࢆ༑ศ⪃៖ࡓࡋ⟇ࡢᒎ㛤    ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 」࣭7 

ᥦゝ」盤㸸ᅜᗜ㈇ᢸ㸦⿵ຓ㸧㔠ࡢᡤせண⟬㢠☜ಖ    ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 」࣭9 

 

ƑƻǊႆƷᅈ˟̬ᨦСࡇો᪃੩ᚕ ᇹᲭ༿ 



㸯 

 

  ࡵ ࡌ ࡣ

 

ᡃࡀᅜࠊࡣ࡚࠸࠾ᛴ㏿࡞ᑡᏊ㧗㱋ࡢ㐍⾜కࠊ࠸♫ಖ㞀⤥㈝ࡀ᪤ᖺ㛫 100 

㸦ࡕ࠺⣙ 4 ࡀᅜᆅ᪉ࡢබ㈝㈇ᢸ㸧ࢆ㉸ࠊࡾ࠾࡚࠼ᑗ᮶ࡢேཱྀᵓᡂࡢぢ㏻ࡶ➼ࡋ

㋃ࠊࡿ࠼ࡲ♫ಖ㞀ไᗘࢆᣢ⥆ࡢࡵࡓࡿࡍᨵ㠉ࠊࡀᴟ࡚ࡵ㔜せࡘႚ⥭ࡢㄢ㢟ࡗ࡞

 ࠋࡍࡲ࠸࡚

    

ࠊ࡚͆࠸࠾ᅜࠊࡵࡓࡢࡇ ♫ಖ㞀୍ࡢ⛯యᨵ㠉͇ලయ᳨ࡢࡵࡓࡢウࡀ㐍ࡵ

ᖹᡂࠊࢀࡽ 「5 ᖺ㸶᭶ࠕࡣ♫ಖ㞀ไᗘᨵ㠉ᅜẸ㆟ࠖࡿࡼሗ࿌᭩ࡽࡵࡲࡾྲྀࡀ

ලయⓗ᪉ࡢไᗘᨵṇࡿࡅ࠾ศ㔝ྛࠊ࠸ᚑ᪉ྥࡢᅜẸ㆟ሗ࿌᭩ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡋࡲࢀ

ྥᛶࡸᮇࠕࡍ♧ࢆᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ಖ㞀ไᗘࢆ❧☜ࡢᅗࡢࡵࡓࡿᨵ㠉ࡢ᥎㐍㛵ࡿࡍἲ

ᚊ㸦㏻⛠࣒ࣛࢢࣟࣉἲ㸧ࠖࡀᡂ❧ࢆࡢࡓࡋ⓶ษࠊࡾ㡰ḟࠊಶูἲࡀᡂ❧࣭⾜ࠊࢀࡉ

➨ 18重 ᅇᅜࠊࡣᅜẸᗣಖ㝤ࡢ㒔㐨ᗓ┴⛣⟶ࠊࡅྥ㈈ᨻᇶ┙ࡢᙉ➼ࢆෆᐜࡍ

 ࠋࡍ࡛ࢁࡇࡓࢀࡉᥦฟࡀ་⒪ಖ㝤ไᗘᨵ㠉㛵㐃ἲࡿ

 

ᨵࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡲࡍ⏦࡚ࡵ㧗㱋୍ࡢᒙࡢ㐍⾜కࠊ࠸⤥ࡣᚋࡶቑຍ୍ࡿࡍ᪉ࠊไ

ᗘࡢᢸ࠸ᡭ࡛ࡿ࠶⌧ᙺୡ௦ࠊࡣᑡᏊ࡚ࡗࡼ⦰ᑠࡿࡍ᪉ྥࠊࡽࡇࡿ࠶ᣢ⥆ྍ⬟

ᅜẸࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀᚲせࡿࡍಖ☜ࢆᅜẸ㈇ᢸࡓࡌᛂ㈇ᢸ⬟ຊࠊࡣࡵࡓࡢไᗘᵓ⠏࡞

ࢁࡇࡿࢀࡉணࡀᅔ㞴ࡢࡃከࡶᚋࠊࡣᐇࡢᨵ㠉࡞ලయⓗࠊࡅࡔ࠺కࢆࡳ③ࡢ

 ࠋࡍ࡛

 

ᅜ࡛ࡢ࡚ࡍࠊࡣୡ௦ࡀ⬟ຊᛂ࡚ࡌᨭ࠺ྜ࠼ୡ௦ᆺࡢ♫ಖ㞀ࡢ㌿ࡾྲྀ⤌

ࡀࢀ㐜ᨵ㠉ࡢ㒊୍᪤ࠊࡾࡼᘏᮇࡢ⛯ᾘ㈝⛯ቑࡿ࡞๓ᥦࡢࡑࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡛ࢇ

┤ࡀᅜࡀᡃࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗ࡞ࡣࡢࡶࡿࡍゎᾘࢆᏳࡢᅜẸࡿࡍᑐᑗ᮶ࠊ࡞ࡿࡌ⏕

㠃ࡿࡍᅔ㞴ࢆࡾ㉺ࠊ࠼♫ಖ㞀ᑐࡿࡍᅜẸࡢಙ㢗Ᏻᚰࢆ☜ಖࠊࡣࡵࡓࡿࡍᅜẸ

ୖࡢᐇຠᛶࠊ࡚ࡗ⤠ࢆᜨ▱ࡶࡀᆅ᪉ᅜࠊࡾ㏉ࡕ❧ཎⅬ࠺࠸ಖ㞀♫ࡢࡵࡓࡢ

 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᚲせࡃ࠸࡚ࡋᨵ㠉࠸Ⰻࡾࡼࡿࡀ
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ᖹᡂ「7ᖺ」᭶ 
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【効果等】 
・国と地方の共同責任体制が構築できる。 

・本来果たすべき国の財政責任が担保できる。 

○ 将来にわたって持続可能な医療保険制度を構築するための第一歩として、国･都道府
県･市町村の共同運営による「全国単位の国保制度」を創設する。 

〈全国知事会が目標とする「全ての医療保険制度の一元化」に向けて、まずは国保を全国単位化
しようとするもの〉 

○ 保険給付費は、赤字補填を目的とする一般会計からの法定外繰入等を必要としない制
度とし、保険料、公費負担及び他の医療保険の間の財政調整で賄う仕組みとする。（財源
割合や公費の国・地方負担割合については、国民的議論の中で検討する。） 

  大枠は以下のとおり。 
・国は、国民健康保険に係る全国の医療費総額と全国の保険料必要総額を見込み、被保険者数、

所得水準等に基づく各都道府県ごとの保険料賦課額を算定し、各都道府県に賦課する。 
・都道府県は、国から賦課された保険料総額を元に、被保険者数、所得水準等に基づく各市町
村ごとの保険料賦課額を算定し、各市町村に賦課する。 

なお、制度変更に伴う市町村の保険料の激変緩和については、都道府県が財政調整（都道府県負

担を含む。）を行う。 
・市町村は、都道府県から賦課された保険料総額を元に、被保険者の保険料率を設定し、被保
険者に賦課する。 

・低所得者等への保険料軽減や減免に伴う保険料欠損については、現行制度の趣旨を踏まえ、
公費負担とする。 

【背景】 
・国民皆保険の最後の受け皿である市町村国保は、高齢者が多く医療費がかさむ反面、低所得者が多く

必要な保険料収入を確保できないという構造的問題を抱え、年ごとに保険財政の厳しさが増してお

り、早晩制度として成り立たなくなる。 

・国保については、市町村間に格差や偏在があるだけでなく、都道府県間にも格差や偏在が存在するた

め、全国単位での財政調整が不可欠である。 

[格差の状況] 
 ○市町村間格差 

   ・１人当たり医療費の都道府県内市町村間格差  
      最大：東京都3.1倍、愛媛県は1.4倍（久万高原町430,920円：宇和島市304,112円） 
      〔全国市区町村格差〕（最大：北海道初山別村543,834円 最小：東京都小笠原村160,469円） 
   ・１人当たり保険料の都道府県内市町村間格差 
      最大：東京都2.9倍、愛媛県は1.6倍(四国中央市86,641円：愛南町54,226円) 
      〔全国市区町村格差〕（最大：北海道猿払村148,439円 最小：沖縄県伊平屋村28,591円） 
   ・被保険者１人当たり所得の都道府県内市町村間格差 
      最大：北海道8.0倍、愛媛県は2.2倍（松山市57.0万円：松野町25.4万円） 
      〔全国市区町村格差〕（最大：北海道猿払村252.6万円 最小：沖縄県多良間村14.1万円） 
  ○都道府県間格差 
   ・１人当たり医療費の都道府県間格差 
      1.4倍（山口県387,180円：沖縄県268,473円、愛媛県は342,563円） 
   ・１人当たり保険料の都道府県間格差 
      1.7倍（栃木県92,340円：沖縄県53,974円、愛媛県は75,586円） 
   ・被保険者１人当たり所得の都道府県間格差 
      2.5倍（東京都91.4万円：沖縄県36.5万円、愛媛県は47.2万円） 

・社会保障・税一体改革では、現在実施されている市町村国保財政の都道府県単位の共同事業が、平成

27年度には全ての医療費に拡大され、実質的な財政運営の都道府県単位化が図られることとされて

いるため、全国知事会が目標とする「全ての医療保険制度の一元化」に向けて、次の段階をどうすべ

きかの検討が必要となっている。 

『全国国保』（仮称）の創設『全国国保』（仮称）の創設『全国国保』（仮称）の創設『全国国保』（仮称）の創設    提言提言提言提言 1 
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国保の都道府県移管に伴う国保の都道府県移管に伴う国保の都道府県移管に伴う国保の都道府県移管に伴う財政基盤の強化財政基盤の強化財政基盤の強化財政基盤の強化    提言２提言２提言２提言２ 

○ 全国国保の実現に向けて、財政規模の全国化を図るため、国保の全ての医療費を全都道
府県からの拠出金で賄う共同事業（再保険事業）を実施する。 

 
○ 地方公共団体が単独で実施している医療費助成事業のうち、全国一律に実施することが
ふさわしいものを公的医療保険制度に組み入れ、対象者の自己負担軽減分を医療保険者が
負担する制度とする。 
また、全国共通分以外の医療費助成事業を地方公共団体が引き続き現物給付で実施した

場合の国民健康保険に対する国のペナルティ（国負担金・交付金の減額措置）を廃止する。 
上記措置の実施に伴い、国保の財政補填目的の法定外繰入を禁止する。 
 

○ 国保の都道府県移管という大きな改正に合わせ、市町村国保に加入している非正規雇用
者（短時間労働者）や職域の国保組合の加入者について、どの公的医療保険を適用するこ
とがより適切かを含め、社会・経済的環境の変化を踏まえ、公的医療保険制度全体につい
て、自助・共助・公助が有効に働くような抜本的な制度改正を行う。 

【背景】 
・ 現在、都道府県内の市町村間の保険料の平準化・財政の安定化を図るため、レセプト1 件

あたり30万円超える部分の医療費（平成27年度から全ての医療費に拡大）を都道府県内各
市町村からの拠出金で賄う都道府県単位の共同事業（再保険事業）が実施されている。 
国保が都道府県移管された場合も、都道府県間の格差は解消しないため、市町村間で行って
いる財政調整を全国単位に拡大することが不可欠である。 

 
・ 地方単独事業は、少子高齢化対策や社会的弱者の救済のために、多くの都道府県で実施さ

れているが、これらの事業は、本来、地方任せにするのではなく、国策として国が全国一律
に行うべきものである。 
（参考）地単事業実施に係る国負担金等の減額規模 

全 国：約360億円/年 
愛媛県：約５億円/年 

 
・ また、地方単独事業で医療費の窓口負担に対し現物給付助成を行っている場合、国は、安
易な受診の助長につながるとの理由から、国民健康保険の国負担金・交付金を減額している
ため、県内・全国の多くの市町村において、国の減額分の補填を目的とする、一般会計から
国保会計への法定外繰入が行われ、社会保険としての財政中立が損なわれている。 

 
・ 市町村国保の加入者は、元々は農林水産業や自営業の世帯が大部分であったが、現在は、
非正規雇用者（短時間労働者）の世帯と高齢者を中心とする無職の世帯が大部分を占めてい
る。 
平成28年10月からは、短時間労働者のうち、従業員500人超の事業所に週20時間以上、1年間
以上勤務する者に健康保険が適用されることとなっているが、対象者（見込）は全国で約25
万人と限定的であり、引き続き大部分が国保に加入することとなる。 
また、国保組合については、旧普通国保制度や旧健康保険制度の適用対象外とされていた業
種の者が集って設立したものであるが、現行制度では、本人選択により国保組合以外の公的
医療保険制度に加入することも可能となっている。 

【効果等】 
・国保の財政基盤の強化が図れる。 
・財政補填目的の法定外繰入を前提としない、財政中立型の国保制度が確立できる。 
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『全国高齢者医療制度』（仮称）の創設『全国高齢者医療制度』（仮称）の創設『全国高齢者医療制度』（仮称）の創設『全国高齢者医療制度』（仮称）の創設    

    
提言提言提言提言 3 

○ 将来にわたって持続可能な医療保険制度を構築するための段階的な措置として、『全国国保』（仮

称）の創設と合わせて、「高齢者医療制度」を全国レベルで一元化する。 

〈全国知事会が目標とする「全ての医療保険制度の一元化」を視野に入れたもの〉 

○ 対象年齢を、年金支給年齢であり、国民健康保険と被用者保険間の財政調整実施年齢である前期

高齢者（65歳～74歳）まで拡大する。 

○ 原則１割負担となっている患者負担割合の見直しを行う。《地域の医療提供体制確保への影響に配

慮をしながら、例えば、原則３割負担に統一する。（年齢が高くなるほど医療費が高額になることを

踏まえて、低所得者には１割負担等の軽減割合を適用する）》 

 

【背景】 

・後期高齢者医療制度については、社会保障・税一体改革大綱の中で、現行制度の廃止に向けた見直

しを行う旨が示されていたが、平成25年8月の社会保障制度改革国民会議報告書で、「創設から既に

5年が経過し、現在では十分定着していると考えられ、今後は、現行制度を基本としながら、必要な

改善を行っていくことが適当である」と提言されるとともに、同年12月のプログラム法でも、「持

続可能な医療保険制度を構築するために必要な措置の実施状況等を踏まえ、高齢者医療制度の在り

方について、必要に応じ、見直しに向けた検討を行う」との方針が示された。 

・高齢者医療制度は、65～74歳を対象とした前期高齢者医療制度と75歳以上を対象とした後期高齢者

医療制度とで構成され、それぞれ現役世代等からの交付金、支援金等で賄われているが、これらを

支える被用者保険では、近年、高齢者医療への拠出金等の増加によって、赤字決算等が続き、保険

料率の引上げを余儀なくされるなど、重い負担を強いられている。 

・また、一部負担金は、義務教育就学後から69歳までは一律3割とされているところ、70～74歳は原

則2割（平成26年3月末までに70歳に達している者は1割に据置）とされ、また75歳以上については、

現行制度の施行以前（H14～）から原則1割とされるなど、高齢世代内や高齢世代と現役世代間で不

公平感が生じている。 

・高齢者医療制度の最大の課題は、医療の高度化や高齢者の増加により増え続ける医療費を国民がど

う負担するかであり、75歳以上限定であるものの一元化が図られている現行制度をさらに発展させ

て、国、都道府県、市町村の共同運営による『全国高齢者医療制度』（仮称）を創設し、また患者負

担についても、現役世代等から不満が出ないような公平化を図るべきである。 

・全国知事会は、様々な機会を通じて、すべての医療保険制度の全国レベルでの一元化について検討

することを国へ要請しており、これらの実現は、将来的な被用者保険との統合に繋がるものである。 

【効果等】 

・高齢者医療制度のみならず、全ての医療保険制度の財政運営の安定化に寄与する。 

・65歳以上の高齢世代内や高齢世代と現役世代間の負担の公平化を図ることができる。 



５ 

 

 

    

[[[[医療保険制度医療保険制度医療保険制度医療保険制度    ４４４４]]]]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 慢性の病気及び病症に対する定額医療費制の導入を検討する。 

・医療費の増加を抑制するため、慢性的な病気・病症で、症状が比較的安定しているも

のを対象に、病症別の標準定額医療費制度の創設を検討する。 

○ 後発医薬品の使用が可能と医師が判断した場合は、原則後発医薬品処方を義務化する

よう検討する。（全ての医療制度共通の制度としての導入を検討） 

○ 患者本人が薬を選択できる薬品選択制の導入を検討する。 

・処方される医薬品について、病院側が薬の種類（保険適用分）の候補を情報提供し、

患者本人が薬を選択できる医薬品選択制の導入を検討する。 

【背景】 

・医療給付費の増加が続いており、保険料の値上げや保険財政の悪化が問題視されている。 

・保険者においては、後発医薬品普及による薬剤費の削減ひいては医療費抑制のために、後

発医薬品の普及啓発、後発医薬品希望カードの配布、後発医薬品と先発医薬品の差額通知

の実施、重複頻回受診者への訪問指導等に努めており、一定の効果も見受けられるが、そ

れだけでは大幅な医療給付費の増加に対処することは困難である。 

【効果等】 

・医療費の増加抑制に寄与する。 

病症別標準病症別標準病症別標準病症別標準定額定額定額定額医療費制、原則後発医薬品指定制度、患者医薬品選択制の導入検討医療費制、原則後発医薬品指定制度、患者医薬品選択制の導入検討医療費制、原則後発医薬品指定制度、患者医薬品選択制の導入検討医療費制、原則後発医薬品指定制度、患者医薬品選択制の導入検討    提言提言提言提言 4 
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○ 保険者間の連携を強化するとともに、情報等データを共有し、住民の利便性向上や保険

者のコスト低減を図る。 

・強制保険である国民健康保険の資格の職権適用を法律上可能にするとともに、今後、導

入が予定されている社会保障・税番号制度により、保険者間のデータ連携を容易にし、

資格取得・喪失の適正化及び手続の簡便化を図る。 

・保険者間異動に伴い前保険者の保険証により保険給付を得た被保険者の不当利得につい

ては、被保険者の委任なしでも保険者間で精算できる仕組みを確立する。 

・特定健診の受診率向上、被保険者への早期の保健指導実現等のため、事業所に勤務する

国保被保険者（短時間労働者）の事業主健診データの事業者から保険者への提供制度の

徹底を図るとともに、提供しやすい実施体制を確立する。 

・年度内に保険者間を異動した被保険者の特定健診データについて、異動前保険者からの

当該被保険者への健診データ提供と、当該被保険者による異動後保険者への健診データ

届出を義務付け、健診の二重実施によるコストを削減する。 

【背景】 

・国保は、事実発生主義による強制保険とされているにも関わらず、届出が必須とされており、

原則として資格の職権適用ができない。（資格の職権喪失は一定の手続をとれば可能。）このた

め、被用者保険等を喪失したにも関わらず、国保に加入しない無保険者が存在する。 

・被用者保険との間や国保保険者間での資格データ連携については、現行制度下でも照会・回答

という方法で可能ではあるが、守秘義務を理由に保険者同士が牽制する傾向にある。 

・現行制度下においても、日本年金機構と市町村が覚書を締結することにより、年金情報を活用

しての保険資格取得届勧奨や資格職権喪失を行うことは可能であるが、完全な把握は不可能で

ある。（厚生年金資格喪失後も健康保険に任意継続加入している場合がある等） 

・上記覚書では、市町村側に賦課権がない国民年金保険料の納付勧奨等への協力が前提とされて

おり、市町村側にそれほどメリットがある仕組みとなっておらず、十分機能していない。 

・他保険に異動したにも関わらず、資格喪失・取得届出手続を行わずに、前の保険者の保険証を

使用して保険給付を受給した被保険者に係る不当利得については、被保険者の個人情報保護や

受給権保護のため、被保険者から委任された場合を除き、保険者間での精算が禁じられている。 

・事業所に勤務する国保被保険者（短時間労働者）について、事業者は、労働安全衛生法に基づ

く事業主健診の結果を、保険者（市町村）が求めた場合は提供する義務があるが、現状ではそ

の実施体制の確立が困難であり、特定健診受診率低迷の一因となっている。 

・年度内に保険者間を異動した被保険者に対する特定健診は、本来、異動前・後いずれかの保険

者が実施すれば足りるが、当該被保険者に対する他保険者の特定健診実施状況が把握できない

ため、二重に健診を実施するという無駄が生じている。 

【効果等】 

・住民の利便性向上や保険者のコスト低減につながり、医療保険制度の安定に寄与する。 

保険者間の資格情報等データ共有化の推進等保険者間の資格情報等データ共有化の推進等保険者間の資格情報等データ共有化の推進等保険者間の資格情報等データ共有化の推進等    

    
提言提言提言提言 5 
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[[[[医療保険制度医療保険制度医療保険制度医療保険制度    ６６６６]]]] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保における子どもの保険料負担の軽減国保における子どもの保険料負担の軽減国保における子どもの保険料負担の軽減国保における子どもの保険料負担の軽減    提言提言提言提言 6 

○ 国保に加入する高校生以下の子どもの保険料負担の軽減を図るため、その均等割保険

料の５割軽減措置を実施する。 

【背景】 
・現在、県内の市町国保の保険料については、①被保険者の前年中の所得に応じて算定され

る「所得割」、②被保険者が所有する土地・建物等の固定資産税額に応じて算定される「資
産割」、③被保険者１人当たりで一定額が算定される「均等割」、④被保険者世帯１世帯当
たりで一定額が算定される「平等割」の合計額となっている。（なお、「資産割」について
は算定しない保険者もあり） 

 
・このうち、「均等割」保険料については、収入のない高校生以下の子どもに対しても算定
されるため、子育て世帯の負担感を増大させる大きな要因となっていると認識。 

 
・また、被用者保険の保険料は、報酬額に保険料率を乗じて算定しており、均等割の要素がな

いことから、子どもの人数が保険料に影響せず、国保と取扱いに差が生じている。 
 
・そもそも、国保に加入している子育て世帯は、非正規雇用者（短時間労働者）の世帯で所
得水準も低い場合が多いため、保険料収入を安定的に確保するうえでも、その負担を軽減
することは喫緊の課題。 

 
・このため、高校生以下の子どもに対する「均等割」保険料について、５割軽減する措置を
実施するものとする。 

 
《参考：保険料の試算》 
  【現在の保険料年額】            （円） 

 夫 妻 子 子 
所得割 231,680    

均等割 31,560 31,560 31,560 31,560 

平等割 28,800 

計 386,720 

                  （月額約32,200円）   
 

  【子どもの均等割保険料を５割軽減した場合】 
 夫 妻 子 子 
所得割 231,680    

均等割 31,560 31,560 15,780 15,780 

平等割 28,800 

計 355,160 

                  （月額約29,600円） 
 

※試算条件 ４人世帯（40歳未満の夫妻、高校生以下の子２人） 
所得214万円（既存の保険料軽減対策の対象とならない下限水準） 
松山市の保険料率で試算 

 
【効果等】 
・子どもの保険料負担の軽減。 
・国保の財政基盤の強化。 
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[[[[医療制度医療制度医療制度医療制度    １１１１]]]]    

 

 

医医医医師確保対策師確保対策師確保対策師確保対策の拡充の拡充の拡充の拡充    提言提言提言提言 7 

  

○ 医師不足・偏在が全国的に深刻化する中、国が財源を負担し、全都道府県に「医師確

保基金」を創設する。 

○ 「地域枠」設置大学においては、地域医療に従事するための教育を実施する講座の設

置を義務化する。 

○ 新たな専門医の仕組みの構築にあたっては、「医師の専門性の分布や地域分布について

グランドデザインを作ることが重要」で、「現在以上に医師が偏在することのないよう、

十分配慮すべき」として検討が進められているが、その実現策として、専門医を養成す

る研修施設の研修受け入れ数に地域バランスを考慮した定員を設けるなど、医師が各地

方に適切に分散される仕組みを構築する。 

○ 基幹型臨床研修病院が参画しない中小病院群でも、研修体制が整備できるのであれば、

初期臨床研修病院群として指定を受けられるよう指定基準を見直す。 

【背景】 

 ・ 医師確保を含む地域医療再生のため創設された「地域医療再生基金」が平成２５年度を

もって終了するが、医師不足問題は依然として解消されておらず、引き続き、県民（国民）

の命を守るために必要な医師確保対策に取り組む必要がある。 

 ・ 現在、「地域枠」医学生に対し、地域医療に従事するための教育を実施する講座は、各都

道府県が独自の財源を活用した寄附講座として設置しているが、「地域枠」を設置している

大学においては、同様の講座を設置するのは、「地域枠」医学生の教育を担ううえで必要不

可欠なものであり、不安定な寄附講座での実施には限界がある。 

 ・ 地方における医師不足問題は、地域偏在と診療科間偏在の一体的な問題であり、地方の

医師不足を解決するためには、診療科を踏まえた医師の適正配置が必要となっている。 

・ 現在の臨床研修制度においては、中小の病院が基幹型研修病院の指定要件を満たすこと

は困難なうえ、基幹型研修病院が参画しない研修病院群での研修は認められていないこと

から、大学医局の派遣機能が崩壊した現在においては、初期臨床研修が実施できない中小

病院は若手医師を確保することが非常に困難となっている。 

【効果等】 

 ・ 医師法を所管する国が財源を継続的に負担し、地方自治体が地域の実情に応じた事業を

実施することで、安定した医師確保対策に取り組むことができる。 

 ・ 「地域枠医学生」を「地域医療に従事する医師」に養成する講座を、時限措置の寄附講

座から正規の講座に変更することで、安定した教育の実現が可能となる。 

 ・ 医師個人の就業の自由を尊重しながら、全国各地域に、全診療科がバランスよく配置さ

れるようになる。 

・ 中小の病院が若手医師を確保する機会を得ることができ、研修医にとっても選択肢が増
え、様々な病院の研修を経験できる。 
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[[[[医療制度医療制度医療制度医療制度    ２２２２]]]]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【背景】 

・医療機関に対する指導・監査については、高い専門性や都道府県ごとの取扱いに差異が生

じないような広い公平性が求められる。 

・医療保険制度における保険医療機関等に対する指導・監査は、厚生労働省の地方機関と都

道府県が共同で実施しており、平成25年度に、厚生労働省が保険医療機関等の指導・監査

により返還を求めた額は、約84億4千万円となっているが、担当職員が少なく、指導対象

が少数であるなど体制が不十分で、十分な指導等ができていない。 

○保険医療機関等の個別指導・監査・返還額 

年度 
件 数 返還額 

（万円） 個別指導 監査 

21 3,666 85 303,903 

22 4,061 159 434,397 

23 3,955 161 271,267 

24 4,302  97 581,398 

25 4,400  94 843,659 

・都道府県には、指導・監査権限はあるものの、指定の取消し等の処分権限がないため、都

道府県が責任を持って対応できる制度となっていない。 

・平成30年度に予定される国保運営の都道府県移管を踏まえると、都道府県が指導・監査等

に関わることは、国保の運営責任主体としての立場や地域医療を確保する立場と保険医療

機関等を指導・監査すべき立場が混同し、中立性や公平性が保てなくなる可能性がある。 

・各医療保険、生活保護、公費負担医療それぞれに、医療機関等に対する検査権限等が定め

られているが、個々に検査等を行うことは非効率であるとともに、取扱い等にも差異が生

じる恐れがあるため、業務に関する高い専門性と保険医療機関等に対する全国的な処分権

限等を有する国において、指導・監査を一元的に実施することが効率的かつ効果的である。 

○ 国民健康保険の都道府県移管が行われる場合は、生活保護、公費負担医療を含めた全て

の制度を対象に、国が保険医療機関等に対する指導・監査に一元的に責任を持つ制度に改

正する。 

【効果等】 

・医療機関の指導・監査を一元化することにより、効率的かつ専門的な監査等を実施する

ことができ、保険診療等の質的向上及び医療費適正化に寄与する。 

保険医療機関等に対する指導・監査体制の充実強化保険医療機関等に対する指導・監査体制の充実強化保険医療機関等に対する指導・監査体制の充実強化保険医療機関等に対する指導・監査体制の充実強化    

    
提言提言提言提言 8 

6
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[[[[医療制度医療制度医療制度医療制度    ３３３３]]]]     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    あん摩マッサージあん摩マッサージあん摩マッサージあん摩マッサージ指圧指圧指圧指圧、はり、きゅう及び柔道整復施術所に対する、はり、きゅう及び柔道整復施術所に対する、はり、きゅう及び柔道整復施術所に対する、はり、きゅう及び柔道整復施術所に対する    

指導体制の強化指導体制の強化指導体制の強化指導体制の強化    

提言提言提言提言 9 

○ あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復施術所に対する指導要領を整備し、

施術を受ける人がより安心して施術を受けることができる制度とする。 

○ あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復施術所で行う施術手技及び広告でき

る項目等について指針等を作成し、施術を受ける人が自分の症状にあった適切な施術所

を選択することが可能な制度とする。 

○ 施術所の開設を届出制から期限付きの許可制とし、事前に行政が構造設備基準や衛生上

必要な措置を確認できる制度とする。 

○ 無資格者による療法に対して、手技及び広告の範囲等について基準を明確にして、指導

が可能な制度とする。 

【背景】 

・ 保健所は施術所の開設届を受理すると、構造設備基準等を確認する為に立入検査を行う

が、それ以降は苦情や違法行為の情報が無い限り、ほとんど立入検査を行うことはない為、

開設時以降の構造設備や運営状況の把握が困難な状況にある。 

・ 届出後の立入検査において構造基準を満たしていない場合には改善指導を行う必要があ

り、事前指導があれば不要であったと思われる多額の費用負担を伴うケースがある。 

・ 構造設備基準は法に示されているが指導要領等はなく、実際に指導する際に必要な詳細

な指導基準が示されておらず、施術手技についても無資格者が禁止されている施術行為等

が具体的に示されていないことにより、都道府県、保健所によって指導内容に差がある。 

・ 法制定時には想定されていなかった無資格者による施術や海外発祥の施術等が広がり、

県民にとって有資格者による施術との区別がつきにくくなっており、施術を受けたい人が

的確に判断できない。 

・ 広告規制のガイドライン等がないことから、グレーゾーンの広告に対して適正な指導が

困難である。 

・ 開設者が廃止の届出をせず廃業していても、台帳上は営業中の施術所として残っている

ことから実態を把握できない。 

【効果等】 

・ 指導要領や指針に基づき指導することで、指導レベルの均一化が図られ、保健所間での

指導内容の差が解消されるとともに、無資格者に対する指導が徹底できる。 

・ ガイドライン等に基づきわかりやすい広告をすることで、施術を受けたい人が安心して

良質で適正な施術を受けることができる。 

・ 許可制にすることにより、事前指導が可能になり、構造設備等の事後指導するケースが

解消される。また、営業実態も適正に把握できる。 

・ 無資格者の施術による健康被害の発生を防止するためには、無資格者に対する規制基準

の明確化に加え、法で規定する施術所との差別化が必要であり、許可制への移行により許

可施術所として県民が安心して施術を受けることができる。 
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[[[[医療制度医療制度医療制度医療制度    ４４４４]]]]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな財政支援制度に係る実施事業の拡充新たな財政支援制度に係る実施事業の拡充新たな財政支援制度に係る実施事業の拡充新たな財政支援制度に係る実施事業の拡充    提言提言提言提言 10

 

○ 地域医療介護総合確保促進法にある「医療・介護サービスの提供体制改革のための新

たな財政支援制度」では、基金を充てて実施できる事業が、居宅等における医療の提供

に関する事業、介護施設の整備等に関する事業、医療従事者の確保に関する事業、介護

従事者の確保に関する事業等に限られている。 

○ 基金を充てて実施できる事業に、「災害時の医療提供体制の整備に関する事業」を追

加し事業を実施できるようにする。 

【背景】 

・平成２２年度及び２４年度の国の補正予算に係る地域医療再生基金で実施した事業では、

東南海・南海地震等を想定した災害医療体制の強化・災害時の医療提供体制の整備を柱と

し、災害拠点病院等の機能強化や災害拠点病院等の津波対策事業、災害時の医療を全県体

制で確保する事業を実施してきた。 

・また、国が公表した「南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域等（第二次報告）及び

被害想定（第一次報告）」（平成24年8月29日内閣府発表）及び「南海トラフ巨大地震の被

害想定（第二次報告）」（平成25年3月18日内閣府発表）では、本県においてもこれまでの

予想を超える甚大な被害が及ぶことが明らかとなっており、今後とも、継続して災害時の

医療提供体制の確保が望まれている。 
○南海トラフの巨大地震による被害想定等 

項目 
愛媛県 全国 

被害想定 割合 被害想定 

最大震度 7（全ての市町で6強以上） － 7 

最大津波高 21ｍ － 34ｍ 

人的被害（死者数） 約12,000人 3.7％ 約 323,000人 

建物被害（全壊棟数） 約192,000棟 8.0％ 約 2,386,000棟 

経済的な被害額 10.9兆円 6.4％ 169.5兆円 

避難者数（最大値） 約54万人 5.7％ 約 950万人 

・新たな財政支援制度は、２０２５年を見据えた医療・介護サービスの提供体制改革を推進

するために創設されており、本格的な改革を推進するためには、災害医療時の医療提供体

制の改革も不可欠である。 

【効果等】 

・各圏域で地域の実情に応じた現場起点の災害時の医療提供体制の構築が可能となる。 

・当該制度について、ある程度の存続が見込まれることから、長期的な展望に立った災害医

療に係る対策が可能となる。 
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[[[[医療制度医療制度医療制度医療制度    ５５５５]]]]    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出による救急医療に関する病床の設置届出による救急医療に関する病床の設置届出による救急医療に関する病床の設置届出による救急医療に関する病床の設置    提言提言提言提言 11 

○ 診療所が届出により病床を設ける場合は、医療法施行規則第１条の14第７項第１号から

第３号までの規定に基づく診療所とされているが、これに加え、救急医療体制において不

可欠な診療機能を有する医療機関についても、届出により病床の設置が可能となるよう制

度を改正する。 

【背景】 

・ 救急医療は県民が安心して生活していくうえで欠くことのできない医療分野であり、この

ため、傷病の程度に応じて適切な医療を受けることができるよう、重層的な救急医療体制

を整備し、地域の実情に即したきめ細かな救急医療体制を構築しているところであるが、

近年、病床の不足から、入院を要する重症患者への救急医療ニーズに対応できず、救急医

療体制の維持が困難になりつつある医療機関も認められる。 

・ 病床過剰地域では、原則、新たな病床設置は認められていない。また、病床制限の例外措

置である特例病床制度はあるが、厚生労働大臣の同意を必要とするため、地域の実情に合

わせた迅速な対応に支障をきたしている。 

・ 一方、居宅等における医療の提供の推進のために必要な診療所等に一般病床を設けようと

する場合には、届出により設置できるため、比較的、臨機に病床が設置可能であり、これ

らの病床が増加することにより、ますます救急医療に必要な病床の設置が制限される状況

となっている。 

・このため、救急医療体制において不可欠な診療機能を有する病院又は診療所に必要な病床

についても、都道府県知事の許可や厚生労働大臣の同意を要することなく、届出により病

床が設置できるよう要望が高まっている。 

 

【効果等】 

・地域の実情に応じ、救急医療のために真に必要な病床が、臨機に整備することが可能とな

り、救急医療提供体制の安定的な確保に寄与する。 
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○ 介護サービスの提供を一定期間（例えば５年ごと）受けていない第１号被保険者への保

険料の軽減措置を新設する。 

○ 被保険者の対象範囲を、老親介護の低年齢化や若年者の雇用状況を踏まえ、例えば現行

の４０歳以上から３０歳以上へと拡大する。 

【背景】 

・愛媛県の介護保険料の基準額（月額）の上昇については、次のような被保険者等の声が上

がっている。 

〔愛媛県の平均保険料：１期2,962円、２期3,546円、３期4,526円、４期4,626円、５期5,379円（全国平均：4,972円）〕 

介護サービスの提供を受けていない者が、サービス利用者と同様に保険料を負担する現行の

保険料負担のあり方に疑問を持ち、「介護保険からの脱退」等を求めてくることがある。 

一律に保険料を負担していることから「介護サービスを利用したい」、「利用しなければ損」

との意識があり、要介護認定非該当の判定に不満を示されることが多い。 

・普通徴収の徴収率（年金受給額が年額18万円未満の者等）は、平成18年度の91％から平成

25年度には86.8％となり、７年間で4.2ポイント悪化するなど、納付意欲低下のおそれは否

定できない。 

・愛媛県の高齢化率は、平成25年の都道府県別順位で第8位、28.8％となっており、老年（65

歳以上）人口がピークを迎える平成32年には33.2％に達し、県民の約３人に１人が高齢者

となる見込みであることから、現行制度のままでは保険料、公費負担とも増大し続け、県

財政が破綻するおそれがある。 

・愛媛県の介護給付費（利用者負担の１割は除く）は、平成20年度に初めて１千億円を突破

し、平成25年度には約1,272億円となっており、介護保険制度がスタートした平成12年度

の2.4倍に達している。 

・老親の介護・看護を行っている30代の割合が大幅に増加していることや、30代以上の失業

率は概ね５％以下となっていることから、例えば30代以上を被保険者に拡大することが考

えられる。 

〔老親介護を理由とする離職者の年齢構成割合（H14⇒H23）：30代：5.6％⇒7.5％、40代：14.5％⇒12.7％〕 

〔H24完全失業率：20歳～24歳：7.9％、25歳～29歳：6.4％、30歳～34歳：4.6％、35歳～39歳：4.1％〕 

 

【効果等】 

・保険料納付意欲低下の抑制が図られる。 

・「利用しなければ損」との意識からの脱却や、自主的な健康維持、介護予防への取組みの

動機付けなどによる給付費の抑制が図られる。 

・保険料の上昇を抑制し、安定した介護保険財源を確保できる。 

介護サービス未利用者にかかる保険料の軽減措置、介護サービス未利用者にかかる保険料の軽減措置、介護サービス未利用者にかかる保険料の軽減措置、介護サービス未利用者にかかる保険料の軽減措置、    

被保険者の範囲拡大被保険者の範囲拡大被保険者の範囲拡大被保険者の範囲拡大    
提言提言提言提言 12 
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○ 一定レベル以上のスキルを有する職員を雇用し、より質の高いサービスを提供する事業者

の認定制度等を導入し、認定事業者には一定の範囲内でサービス料金を独自に設定すること

を可能とし、介護給付費に上乗せとなる収益分により、介護職員等の処遇の改善を図る。 

・質の高いサービスを求める利用者は、自己負担により選択できる制度とする。 

・介護サービス費用の９割相当額が事業者に支払われる現行の介護給付費の仕組みは維

持しながら、上乗せ料金部分は事業者と利用者との契約に委ねる。 

・上乗せ料金による収益の使途は、介護職員等の処遇改善に限定する。 

【背景】 

・介護職員等の処遇改善には、介護報酬の単価アップが必要であるが、現行制度では、介護

保険財政に直接影響を与えることとなるため、財源確保が大きな問題となっている。 

・定額の介護報酬では、事業者において人件費の充当に限界があり、介護職員等の処遇改善

につながりにくい。 

・介護職員処遇改善交付金は平成23年度で終了し、平成24年度の介護報酬改定において介護

職員処遇改善加算が創設されたが、加算対象は、交付金と同様介護職員に限定されており、

対象外となる他職種との不公平感は強い。 

・介護人材確保にかかるアンケート（平成26年3月、愛媛県社会福祉協議会・愛媛県福祉人材

センター）によると、次のとおり人材確保や処遇等に課題がある。 

〔事業者〕 

   * 求人してもほとんど応募がなかった。（36.2％） 

   * 介護人材が不足する見通し。（60.7％） 

〔職 員〕 

   * 転職意向がある職員のうち賃金に満足できない。（61.3％） 

    * 給与以外の労働条件として、介護職員の増員による業務負担軽減を求める。（59.2％） 

・国では、技術や知識の認定制度を設けて、職員の待遇改善につなげる方策が検討されている。 

【効果等】 

・介護保険財政に影響を与えないで、利用者負担による介護職員等の処遇改善が図られる。 

・介護人材不足の解消及びより優秀な介護人材の確保が図られる。 

・介護職員は自身の資質向上が処遇改善につながる。 

・サービスの質を高める努力をする事業者は、一定の範囲内で高い料金設定が可能となる

市場原理が働き、事業者の質の向上が促進される。 

・利用者は、より質の高い介護サービスを選択できる。 

介護サービスの料金上乗せ制度の導入による介護職員等の処遇改善介護サービスの料金上乗せ制度の導入による介護職員等の処遇改善介護サービスの料金上乗せ制度の導入による介護職員等の処遇改善介護サービスの料金上乗せ制度の導入による介護職員等の処遇改善    

    
提言提言提言提言 13 
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○ 市町村と協議の上、都道府県において、報酬単価の上乗せ設定を可能とする制度の創設

により、過疎地域への介護サービス事業者の誘導等を図る。 

【背景】 

・現行制度では、人件費などの地域差を適正に反映させるために、全国を７つの地域区分に

分類し、都市部においては、その区分ごとに報酬単価が割り増しされているが、愛媛県の

市町は全て同一の区分に属しているため、報酬単価は愛媛県内で統一（１単位10円）され

ている。 

・愛媛県内の都市部とそれ以外の地域では、介護サービスの集積度に差があり、同じ要介護

度で認定されても受けられるサービスに違いが生じている。 

 （例：デイサービス事業所分布状況） 

    ○多い順               ○少ない順   

    １．松山市   184事業所       １．松野町   3事業所 

    ２．宇和島市   54事業所       ２．上島町   5事業所 

    ３．今治市    48事業所       ２．久万高原町 5事業所  

    ３．新居浜市   48事業所        ２．砥部町   5事業所 

                       ２．伊方町   5事業所 

 

・介護サービスの集積度の差は、介護保険料の差の拡大にもつながっている。 

 （第５期計画期間における保険料（月額）） 

   ○高額順               ○低額順   

    １．新居浜市  6,247円        １．上島町   3,198円 

    ２．東温市   6,195円               ２．伊方町   3,400円 

    ３．松山市   5,770円               ３．大洲市   4,524円 

 

【効果等】 

・介護サービス事業者が過疎地域に進出してくることにより、都道府県内のどの地域にお

いても同等のサービスが受けられるようになり、サービスの不平等感の解消が図られる

ほか、介護保険料の料金格差の是正にもつながる。 

介護サービスの地域間格差の是正介護サービスの地域間格差の是正介護サービスの地域間格差の是正介護サービスの地域間格差の是正    

    
提言提言提言提言 14 
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○ 更新認定等において要介護度が改善した場合に、サービス事業者にインセンティブが働

く仕組み（例えば介護報酬加算や一時金など）をつくるとともに、サービス利用者には、

次回更新までの自己負担額の軽減措置等を図る。 

【背景】 

・介護保険制度の本来の趣旨は、要介護状態や要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するこ

とにあるが、サービス利用者やサービス事業者の中には、以下のような例があると指摘さ

れている。 

[サービス利用者] 

・適正な審査の下で要介護度が改善し、従前に受けていたサービスに頼らなくても良い状態

が維持できるようになったにもかかわらず、要介護度が改善されることによって支給限度

額が下がり、従前のサービスの利用を継続できなくなることへの不満や不安を抱く者が多

く見受けられる。 

[サービス事業者] 

・介護保険の本来の目的である「要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態と

なることの予防」への意識が薄く、漫然とサービスを提供しているものが見受けられる。 

（参考）介護保険法第２条第２項 

「保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するように行われると

ともに、医療との連携に十分配慮して行わなければならない。」 

・更新認定等により、介護度が改善した者の割合が低い。 

（代表的な愛媛県の市町データ） 

   ○平成２３年度 

     前回より介護度が高くなった者    23.7％ 

     前回と介護度が変わらなかった者   70.3％ 

     前回より介護度が低くなった者     6.0％ 

   ○平成２４年度 

     前回より介護度が高くなった者    28.3％ 

     前回と介護度が変わらなかった者   64.3％ 

     前回より介護度が低くなった者     7.4％ 

【効果等】 

・サービス利用者においては、要介護度改善や自立した生活に戻ることへの意識向上を図

ることができる。 

・サービス事業者においては、要介護度改善の実績をアピールすることにより、信頼向上

につなげることができるほか、事業者間の競争によるサービスの質の向上も期待できる。 

・要介護度改善者の増加により、介護給付費の抑制が図られるとともに、要介護度が改善

することへの苦情の減少が見込まれる。 

介護サービ介護サービ介護サービ介護サービス事業者及び利用者における要介護状態ス事業者及び利用者における要介護状態ス事業者及び利用者における要介護状態ス事業者及び利用者における要介護状態改善改善改善改善への意識向上への意識向上への意識向上への意識向上    

    
提言提言提言提言 15 
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○ 超高齢・少子化社会においても現行レベルの社会保障制度を維持できるよう、社会保障

制度におけるボランティア等との協働を促進するための仕組みを検討する。 

・社会保障制度におけるボランティア等の担う役割や位置付けを明確化する。 

・福祉ボランティア登録制度の創設などボランティアの信用性を担保する仕組みを検討する。 

・ボランティア活動の実績に応じた支援制度等を検討する。（例えば、ポイント制による

活動費への換金、活動に応じた保険料や保育料の減免・医療費自己負担金への充当等） 

【背景】 

・社会保障関係経費の自然増により、地方財政をさらに圧迫することが見込まれている。 

2014年度 115.2兆円  ⇒  2025年度 148.9兆円（＋34兆円） 

・厚生労働省による介護職員の必要量の試算では、将来の介護需要には対応できないとされている。 

2012年度  153万人  ⇒  2025年度 237万人～249万人 

・社会福祉の担い手不足が予測される中で、高齢者や障害者等が、住み慣れた地域で安心し

て暮らし、子育て家庭が地域社会から孤立化せず生活していくためには、ボランティア等

の担う役割や位置付けを明確化した上で、福祉ボランティア登録制度の創設などボランテ

ィアの信用性を担保する仕組みを検討し、ボランティアによる共助の役割を高めていく必

要がある。 

・例えば介護保険制度におけるボランティアとの協働について、要介護・要支援状態になる

ことを予防する「地域支援事業」の中にボランティア活動を評価し、ポイントを還元する

などの仕組みが見られるが、介護給付費の抑制やボランティア活動のインセンティブに繋

がるほどのものとは言えない。 

・介護ボランティアで得たポイントを介護保険はもとより、医療保険等の別分野でも使用で

きるなど、身近なところから参画できる魅力的な仕組みづくりを進めるとともに、従来専

門職が担っていた業務範囲の見直しや人員配置基準の緩和により、ボランティア等の活用

を促進するなど、国において様々な社会保障制度の中でマンパワーとして活用できる仕組

みを早急に検討する必要がある。 

【効果等】 

・社会保障制度におけるボランティア等の担う役割や位置付けの明確化により、ボランテ

ィア活動の新たなあり方や重要性に対する社会の認識が広がる。 

・介護をはじめ、福祉分野の専門人材の不足への対応を図るとともに、高齢者などが介護

支援等の福祉ボランティアに参加することにより、心身の健康の増進や介護予防等にも

資する。 

・超高齢・少子化社会を支えるために不可欠となる福祉分野のボランティアの育成・活動

の促進を図ることができる。 

社会保障制度におけるボランティア等との協働を促進するための仕組みの検討社会保障制度におけるボランティア等との協働を促進するための仕組みの検討社会保障制度におけるボランティア等との協働を促進するための仕組みの検討社会保障制度におけるボランティア等との協働を促進するための仕組みの検討    提言提言提言提言 16 
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介護支援専門員の資質向上に係る研修制度の改善介護支援専門員の資質向上に係る研修制度の改善介護支援専門員の資質向上に係る研修制度の改善介護支援専門員の資質向上に係る研修制度の改善    

    

提言提言提言提言 17

 

○ 介護支援専門員の資格取得のための研修について、実務従事者と実務に就かない者で、

Ａ資格、Ｂ資格等に分けるなど、研修体系を明確に別にする。 

○ 研修体系の見直しについては、介護の現場を担い、研修実施機関である都道府県に対

し意見照会を行い、現場の実態にあったものにする。 

【背景】 

・介護支援専門員（ケアマネ）は、実務研修受講試験合格後、都道府県が実施する実務研修

を経て資格が付与されることになっているが、平成28年度の試験合格者以降は、ケアマネ

の資質向上を図るとして、医療系の専門講義や演習が付加される等研修時間が大幅に強化

される（44時間→87時間）ことになっている。 

・しかしながら、ケママネの資格登録者のうち、実務に従事する者は全国的で27.7％（登録

者59万6千人に対し実務従事者は16万3千人）であり、名目上の資格登録者が圧倒的に多い

のが現状である。 

・このような中で、愛媛県では、これまで研修生8人に1人の割合でプロフェッショナルな講

師を配置しきめこまやかな演習を行ってきたが、新研修カリキュラムにおいては、医療系

の専門的な講義演習が多く、講師の確保の面からもきめこまやかな演習を行うことはでき

ない。実務研修指導者の総意で、真にケアマネの資質の向上を図るためには、試験合格者

のうち３割の実務従事者に対しては手厚い研修を行うが、実務に就かない者に対しては研

修体系を別にすべきとの意見を受けている。 

・新研修カリキュラムについては、平成26年6月に告示されたが、研修実施機関である都道

府県に対して意見照会が行われることもなく、さらにパブリックコメント等でも都道府県

からの多くの反対意見が提出されたが、一顧だにされず、国として何らのフォロー体制の

考えもなく改正が強行されたのははなはだ遺憾である。（現場の実情を無視した研修カリ

キュラム改正では、資質の向上につながらないばかりか、粗悪な介護支援専門員を濫造す

るだけである。） 

【効果等】 

・実務従事者に対して少人数できめ細やかな研修が実施されることになってはじめて、ケア

マネの資質の向上が図られ、自立支援に資する適正なサービスの提供が可能になる。 



１９ 

 

 

 

[[[[介護保険制度介護保険制度介護保険制度介護保険制度    ７７７７]]]]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険法運用解釈のあり方の改善介護保険法運用解釈のあり方の改善介護保険法運用解釈のあり方の改善介護保険法運用解釈のあり方の改善    

    

提言提言提言提言 18

 

○ 介護保険制度の運用解釈について国にＱ＆Ａボックスを設置し、都道府県・中核市か

らの質問を一元管理して、現場の実情に応じた解釈が速やかに実行されるようにする。 

【背景】 

・介護保険法の運用解釈については、「介護報酬の解釈（社会保険研究所刊行）」に依拠して

運用しているが、適用が不明な事例ついては、その都度厚生労働省の担当者に照会して回

答を得て運用している。 

・厚生労働省への照会については、愛媛県だけでも年間で数十件に及ぶ一方、文書による回

答はほぼ皆無、国も都道府県も担当者は短期で変わり、解釈の経緯が不明であるものや変

化する地域実情に対して基準や解釈が追い付いていないものがある。 

 （例） 

○特定施設入居者生活介護で提供されるサービスについて省令では洗濯が含まれているが、解

釈通知では私物の洗濯代は利用者から徴収できるとされており、法と解釈に不整合な部分が

ある。（⇒現状、解釈通知を根拠に下着の洗濯についても料金が徴収されており、省令が死

文と化しているが経緯が不明であり、事業者指導ができない状況にある。） 

○訪問介護サービスにおける「通院等のための乗降介助」について、障害者自立支援法では平

成20年4月に適用範囲が拡大され、病院等に加え官公署も対象施設に追加され、病院等間の

移動もサービスの対象になっており、介護保険に対しても平成24年8月に総務省から行政苦

情救済推進会議の意見を踏まえ、適用拡大をするように通知されているにもかかわらず、い

まだ通知などの改正が行われていない。（⇒愛媛県のような離島の多い県においては、利用

者にとっては一度の船便利用で複数の施設を回ることが好ましいが、サービス提供事業所に

とっては、施設間の移動はサービス提供外となりサービス提供が困難となっている。）。 

・事業者はインターネットを利用して、全国の状況を調べ、自社に都合の良い解釈（運用）

実態を根拠に解釈変更を求めてくることも多い。地域ごとに異なる運用解釈が存在してお

り、全国運用ベースで誰もがアクセスできるQ＆Aボックスの設置が望まれる。 

【効果等】 

・現場の実情に応じた運用解釈が迅速になされるとともに、全国の運用基準の格差縮小につ

ながる。 

・国、都道府県、市町村、事業者の業務遂行について節減が期待できる。 
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[[[[子育て支援制度子育て支援制度子育て支援制度子育て支援制度    １１１１]]]]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 新児童手当の公平な支給を確保するため、所得制限世帯の判断基準を、「受給資格者（一

般的には父母のどちらか所得の高い方）の所得額」から「世帯の所得合計額」へと見直し

を行う。 

【背景】 

・児童手当制度が創設（昭和47年）された当時は、家族を養う男性労働者と専業主婦からな

る世帯が一般的であったが、社会・経済情勢の大きな変化により、1990年代には共働き世

帯と専業主婦世帯が逆転し、その後も共働き世帯が増加を続けている。 

    1980年（昭和55年） 専業主婦世帯：1,114万世帯、共働き世帯：  614万世帯 

    2010年（平成22年） 専業主婦世帯：  797万世帯、共働き世帯：1,012万世帯 

・平成22年度から支給が開始された「子ども手当」は、「子どもは社会が育てる」という理念

のもと、親の所得にかかわらず一律に支給されたが、平成24年度の児童手当の復活に際し、

共働き世帯の増加等への考慮がなされていない。 

・現行制度の所得制限は、「児童の生計を維持する程度の高い者」の所得で適用される。 

「児童の生計を維持する程度の高い者」とは、一般的に、家計の主宰者として、社会通

念上、妥当と認められる者で、その判断にあたっては、まず父母等の間の収入（所得）

の状況を考慮し、原則として収入の高い方が「児童の生計を維持する程度の高い者」に

該当することとなる。 

    〈手当支給月額〉（児童１人当たり） 

     ３歳未満：1万5千円 

     ３歳～小学校修了前：（第１、２子）1万円、（第３子以降）1万5千円 

     中学生：1万円 

     所得制限限度額以上世帯：５千円（『特例給付』として当分の間支給） 

     （例）所得制限の基準は、夫婦と児童２人のモデル世帯で年収960万円以上 

・上記の所得制限基準では、世帯の合計所得が多い家庭に満額の手当が支給され、少ない家

庭に特例給付分（1万5千円または1万円から5千円）しか支給されない逆転現象が生じる場

合がある。 

例：片働き家庭で夫の年収1,000万円（専業主婦、児童２人）の場合は、所得制限の適

用を受け特例給付（半額）となる。一方、夫婦それぞれに600万円の収入があり世

帯収入が1,200万円の家庭では、所得制限の適用を受けず、満額の支給となる。 

【効果等】 

・片働き家庭と共働き家庭との生計維持に係る公平性の観点から、所得制限の判断基準を

「世帯の合計額」へと見直しを行い、所得制限世帯の増加により削減される手当支給財

源をもって、保育所整備など子育て関連経費の充実を図る。 

新児童手当制度における所得制限世帯の判断基準の見直し新児童手当制度における所得制限世帯の判断基準の見直し新児童手当制度における所得制限世帯の判断基準の見直し新児童手当制度における所得制限世帯の判断基準の見直し    

    
提言提言提言提言 19 
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[[[[子育て支援制度子育て支援制度子育て支援制度子育て支援制度    ２２２２]]]]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 認定こども園への移行を促進するため、設置基準における地方の裁量権を拡大する。 

・保育所基準で定められた調理室の設置及び自園調理を、「従うべき基準」から「参酌基

準」とし、３歳未満児に対する給食の外部搬入を認めるなど、地方の保育ニーズにあ

った運用とする。 

【背景】 

・幼保連携型認定こども園の認定を受けるに当たって、「従うべき基準（法令の規定に必ず適合

しなければならない基準）」である調理室の設置及び調理員の確保が困難であるために幼稚園

からの移行を断念したとの声が多い。 

・平成24年８月に、子ども子育て関連３法が成立し、新制度における幼保連携型認定こども

園の設備及び運営の基準が国から示されたところであるが、一部例外はあるものの、調理

室の設置等が幼稚園から認定こども園への移行の支障となるおそれがある。 

・近年、民間の給食サービスも充実してきており、自園調理に頼らなくても、児童の状況に

応じた食事内容や栄養面、保健衛生面等の基準を明確にし、さらには、食育への配慮など

諸課題を十分に整理した上で、保育所と業者が十分に連携すれば、外部搬入においても食

品の衛生管理や個々のアレルギー対応などが可能な状況になっている。 

 

【効果等】 

・調理室の設置（自園調理）を「参酌基準（法令の規定を十分に参照した結果であれば地域の

実情に応じて法令の規定と異なる内容を自治体が定めることが可能である基準）」とすること

で、保育ニーズにあった運営ができる。 

・認定こども園の運営の効率化が図られ、かつ多様な保育ニーズへの対応が可能となると

ともに、移行が促進される。 

・参酌基準化により地域の自主性に委ねれば、改修費及び人件費の節減につながる。 

    認定こども園の設置及び運営基準における自園調理義務付けの見直し認定こども園の設置及び運営基準における自園調理義務付けの見直し認定こども園の設置及び運営基準における自園調理義務付けの見直し認定こども園の設置及び運営基準における自園調理義務付けの見直し    提言提言提言提言 20 
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[[[[子育て支援制度子育て支援制度子育て支援制度子育て支援制度    ３３３３]]]]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ３歳以上児の完全給食の普及を促進するため、保育所運営費に関する国の通知を改める。 

・国が示す保育所運営費において、３歳以上児の給食材料費に、３歳未満児と同様、主

食を含める。 

・主食に係る経費は、公的負担ではなく保育料に含めて利用者が負担する。 

【背景】 

・国が示す保育所運営費の範囲について、入所児童の給食に要する材料費は「３歳未満児は

主食及び副食給食費」「３歳以上児は副食給食費※」とされているため、３歳以上児につい

ては、長年、主食（ごはん）を持参していることから、主食の準備が保護者の負担となっ

ている。 

※昭和 23 年に保育所に係る措置費国庫負担制度が整備された時からの規定とされている

が、３歳以上児の主食が除外された理由は不明である。 

・食育指導及び衛生管理の点においても、完全給食化する方が合理的かつ安全である。 

・一部の保育所では、保護者会負担で完全給食を行っているところもあるが、保育所運営費

における３歳以上児の給食材料費は副食給食費とする旨の国の通知が、完全給食普及の足

かせになっている。 

【効果等】 

・３歳以上児の完全給食化により、主食のみを準備するという保護者の負担が軽減できる。 

・食育の推進、衛生管理の徹底を図るとともに、受益者負担のあり方を見直すことができる。 

保育所運営費への３歳以上児主食費の算入保育所運営費への３歳以上児主食費の算入保育所運営費への３歳以上児主食費の算入保育所運営費への３歳以上児主食費の算入    

    
提言提言提言提言 21 
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[[[[子育て支援制度子育て支援制度子育て支援制度子育て支援制度    ４４４４]]]]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育士修学資金貸付事業の見直し保育士修学資金貸付事業の見直し保育士修学資金貸付事業の見直し保育士修学資金貸付事業の見直し    提言提言提言提言 22

 

○ 子育て支援対策臨時特例交付金事業のうちの、保育士修学資金貸付事業について、実

施要領の関係から学生募集が夏頃になってしまうため、入学年度の当初に間に合うよう

な運用ができる制度にして欲しい。 

 

【背景】 

・保育士修学資金貸付事業は、国の要領が例年５月～６月位に改正され、それを受けて県の

実施要綱の改正を行うため、当該年度に入学する学生に対し募集ができるのは夏頃になる。 

・修学資金は入学資金も対象となっており、また修学資金の貸付けを希望する新規入学生は、

経済的に厳しい学生が多いため、年度当初からの貸付けを希望する者が多い実態がある。 

・結果として、就学が決定すれば４月に遡って貸付けができるが、本当に貸付けを希望する

学生は年度当初から借り受けられる別の制度を利用している場合が多い。 

・卒業後一定期間保育に従事すれば返済が免除される本貸付事業の利用希望者は多いが、原

則、国庫を活用した奨学金（日本学生支援機構の奨学金等）との併用が出来ないため、告

知が遅い本事業の貸付けを諦め、やむなく日本学生支援機構の奨学金等を利用する学生が

多い。 

・現在の運用では、実施年度の途中でしか貸付事業が実施されるかどうかも含め詳細が分か

らないため、新入学生へのあらかじめの制度周知と募集ができないことから、本当に貸付

けが必要な学生が借りられない状況が生じている。 

【効果等】 

・入学する時点から貸付金を利用、または貸付金借入のめどが立てば、学費・生活資金の

計画も立てやすくなり、学業に専念できる。 

・年度当初に資金が必要なため当修学資金を諦めていた学生が応募できることになり、本

当に困っている学生を支援できることとなる。 

・経済状況により進学を諦める学生に対する進学の選択肢が広がることとなる。 
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[[[[子育て支援制度子育て支援制度子育て支援制度子育て支援制度    ５５５５]]]]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模保育事業の小規模保育事業の小規模保育事業の小規模保育事業の保育従事者等に保育従事者等に保育従事者等に保育従事者等に係る措置係る措置係る措置係る措置    提言提言提言提言 23

 

【効果等】 

・現在、家庭的保育者向け研修を実施していない市町村においても、小規模保育事業Ｂ型及

びＣ型の認可が可能となり、待機児童の解消に資する。 

・認可外保育施設の小規模保育事業への参入が促進する。 

 

○ 子ども・子育て支援新制度では、小規模保育事業のＢ型及びＣ型の市町村認可を受け

ようとした場合、市町村長が実施する研修（市町村長が指定する都道府県知事その他の

機関等が実施する研修を含む。）を修了した保育従事者又は家庭的保育者が必要となり、

認可外保育施設が小規模保育事業を実施しようとしても、保育に従事する職員の確保が

間に合わず認可申請を諦めざるを得ない状況があるため、認可外保育施設の保育従事者

のうち、経験年数で一定の要件を満たす者については、小規模保育事業の保育従事者又

は家庭的保育者とみなす措置を講じて欲しい。 

【背景】 

・認可外保育施設では、子どもの年齢及び数により、必要な保育従事者を置くこととなって

いるが、保育士又は看護師の有資格者が １/３以上配置されていればよい。 

・認可外保育施設は、実態として保育所の役割を補完している状況にあるが、原則、運営に

係る費用の公的補助はない。 

・子ども・子育て支援新制度では、６人～１９人までの子どもを保育する事業として、小規

模保育事業が開始されることとなり、また公的補助がなされるため、認可外保育施設から

小規模保育事業に移行することが見込まれる。 

・現状、家庭的保育者の研修を実施している市町村は少なく、たちまち２７年度当初のＢ型、

Ｃ型の認可が難しい状況にある。 

・認可外保育施設の保育従事者が市町村長の実施する研修を受けるにあたって、零細な事業

者が多いため、希望者が一斉に受講することは難しい。 

※参考（小規模保育事業の類型） 

 Ａ型 Ｂ型 Ｃ型 

保育に従事す

る職員の要件 
保育士 

職員の 1/2 以上の保育士＋保育従
事者（保育に従事する職員として市
町村長が行う研修を修了した者） 

家庭的保育者（市町村長が行う研修
を修了した保育士又は保育士と同
当以上の知識及び経験を有すると
市町村長が認める者） 
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[[[[障害福祉制度障害福祉制度障害福祉制度障害福祉制度    １１１１]]]]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 相談支援事業者が大幅に拡充された「計画相談支援」に対応できるよう、報酬体系の見

直しを行い、各事業所における相談支援専門員の複数設置を可能とする。 

【背景】 

・平成24年4月から「計画相談支援」の仕組みが導入され、全ての障害福祉サービス利用者

に対し、市町村が支給決定を行う前に利用計画を作成することとなった。 

・愛媛県では研修により計画的に相談支援専門員の養成を進めているが、現状では、相談支

援専門員がひとりのみという事業所が大半であり、３年間で全ての障害者に適切に利用計

画を作成するという目標が達成できるかどうか懸念する声が多い。 

・事業者は、計画作成及びモニタリング（見直し）に伴う個別給付により収入を得る仕組み

になるが、一律の報酬単価（１件当たり、新規作成で16,060円、モニタリングで13,030円）

となっており、実際の業務量（計画作成には通常１ヶ月程度を要する見込み）に応じた報

酬となっておらず、事業者の間から人員増に見合わないとの意見が出されている。 

【効果等】 

・障害者のニーズ等に基づき、適切に障害福祉サービスを利用するために必要なサービス

等利用計画が等しく作成されるようになり、障害者（児）の自立及び社会生活への参加

が促進される。 

・相談支援専門員を複数配置することにより、作成したサービス等利用計画のチェック機

能が保たれ、当事者のニーズを踏まえた適正なサービス等利用計画が作成できる。 

障害福祉サービス相談支援事業所の相談支援専門員の複数配置による体制整備障害福祉サービス相談支援事業所の相談支援専門員の複数配置による体制整備障害福祉サービス相談支援事業所の相談支援専門員の複数配置による体制整備障害福祉サービス相談支援事業所の相談支援専門員の複数配置による体制整備    提言提言提言提言 24 
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[[[[障害福祉制度障害福祉制度障害福祉制度障害福祉制度    ２２２２]]]]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 市町村がサービス支給量の決定をより公平かつ適正に行えるよう、障害の状況や生活状況

等障害者の個別環境事例等を専門的見地から検証し、市町村の支給決定の規準となるような

全国統一のガイドラインを作成する。 

【背景】 

・障害福祉サービスの支給量については、現在、各市町村の裁量により審査会の審査判定を

経て決定している。 

・平成24年４月から、障害者自立支援法改正による支給決定プロセスの見直しにより、事前

に作成したサービス等利用計画案を参考に支給決定を行うシステムが導入され、当事者の

ニーズが反映されやすいしくみとなったことは評価されるが、一方、介護保険のように区

分による給付限度額が定められていないため、支給決定の公平性を確保する必要がある。 

・市町村においては、サービス等利用計画案の内容が適正かどうか判断することがより強く

求められるようになったことから、サービス利用者の意向を反映しつつ、公平かつ適正な

支給決定を行うことができるよう、障害の状況や生活状況等障害者の個別環境事例等を専

門的見地から検証し、市町村の支給決定の規準となるような全国統一のガイドラインの作

成が必要となっている。 

【効果等】 

・全国統一的なガイドラインにより、公平性をもった適正な支給決定が可能となる。 

・特異なケースを除き、支給決定事務がスムーズに行える。 

障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービス支給量の決定方法の改善サービス支給量の決定方法の改善サービス支給量の決定方法の改善サービス支給量の決定方法の改善    

    
提言提言提言提言 25 
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[[[[障害福祉制度障害福祉制度障害福祉制度障害福祉制度    ３３３３]]]]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地域生活支援事業のうち、障害者の日常生活に必要不可欠である移動支援や意思疎通支

援などの必須事業の個別給付（法による福祉サービス）化を行う。 

【背景】 

・障害者（児）が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用

者の状況を踏まえ実施されている「地域生活支援事業」については、必須事業と任意事業

があり、いずれも国庫補助事業として実施されている。 

・このうち、必須事業については、いずれも障害者にとって欠かすことのできない重要な事

業であるが、事業形態が補助事業であるため、市町村格差もあり、必ずしも利用者の必要

量に見合った事業実施が行えるとは限らない状況である。 

・平成24年４月に完全施行された障害者自立支援法改正において、同行援護（H23.10.1施行）、

地域移行支援、地域定着支援が個別給付化されていることから、移動支援等についても同

様に個別給付化することが望ましい。 

≪障害者自立≪障害者自立≪障害者自立≪障害者自立支援法における福祉サービス等の体系≫支援法における福祉サービス等の体系≫支援法における福祉サービス等の体系≫支援法における福祉サービス等の体系≫ 

【個 別 給 付】 

  重 度 訪 問 介 護 （重度の肢体不自由者等の居宅及び外出時の移動中の介護等） 

  同行援護、行動援護 （重度の視覚・知的・精神障害者の外出時の援護や介護等） 

  補   装   具 （義肢、車いす、補聴器、眼鏡、盲人安全つえ等の給付） 

  地域移行相談支援 （施設入所者等の地域移行に向けた住居確保等の支援） 

  地域定着相談支援 （単身障害者等の常時連絡体制の確保や緊急事態への対応） など 

 

【地域生活支援事業】 

≪必 須（うち個別支援型事業）≫ 

  意思疎通支援事業 （障害者の意思疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣） 

  移 動 支 援 事 業 （屋外での移動が困難な障害者の外出時の支援） 

  日常生活用具給付事業 （特殊寝台、移動用ﾘﾌﾄ、たん吸引器、ストマ装具等の給付等） 

                                       など 

個 別 

給付化 

≪その他≫ 

  福 祉 ホ ー ム （住宅を必要とする障害者に低料金で居室提供、相談・助言） 

  訪問入浴サービス （身体障害者の居宅を訪問、浴槽提供及び入浴の介護） 

  社 会 参 加 支 援 （スポーツ、文化、芸術活動の場の提供等）        など 

 

【効果等】 

・必須事業を個別給付化することにより、障害者の地域生活に不可欠なサービスの提供が安

定的に行える。 

地域生活支援事業における必須事業の個別給付化地域生活支援事業における必須事業の個別給付化地域生活支援事業における必須事業の個別給付化地域生活支援事業における必須事業の個別給付化    

    
提言提言提言提言 26 
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[[[[障害福祉制度障害福祉制度障害福祉制度障害福祉制度    ４４４４]]]]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢障害者に対する福祉サービスの見直し高齢障害者に対する福祉サービスの見直し高齢障害者に対する福祉サービスの見直し高齢障害者に対する福祉サービスの見直し    提言提言提言提言 27

 

○ 高齢障害者に対して、必要な福祉サービスが公平に提供されるよう、特に次の点に留

意して、既存制度の見直しを行うこと。 

 ・ 重度障害者に対しては、介護保険サービス移行後も、サービスの給付内容や給付水

準が維持されるとともに、利用者負担が軽減されるよう制度を見直すこと。 

 ・ サービスを必要とする要因や当該要因の発生時期等に応じて、適用する制度や考え

方を整理すること。 

【背景】 

・ 現行制度では、介護保険の被保険者である65歳（特定疾病の場合は40歳）以上の障害者が要介護（支

援）状態となった場合は、介護保険給付が優先され、原則として、介護保険サービスでは量的に足りな

い部分、又は障害福祉サービスにしか存在しない部分に障害福祉サービスが給付される仕組みである。 

・ しかし、障害福祉サービスから介護保険サービスへの移行により、給付の内容が変わる、支給量に一

定の制約が付されて給付水準が低下する、利用者負担額が発生（増加）する等の問題が生じている。 

  【例】 １日当たり７時間の重度訪問介護を無料で利用していた重度障害者（障害支援区分６、要介 

     護５、市町村民税非課税世帯）が、介護保険サービスに移行すると・・・ 

     ◆ 見守り、移動支援（通院等を除く。）、きめ細やかな相談・支援は給付されない。 

     ◆ 支給限度額の制約から１日当たり２時間50分（日中）の訪問介護しか利用できない。 

     ◆ 利用料の１割に相当する36,065円（高額介護サービス費適用により15,000円に低減）、限度 

      額超過分は全額の負担が必要（従前は無料）。 

・ そのため、利用者の理解が得られにくく、県内市町から両制度の整合が取れるよう改善を求める声が

あがっているほか、繰り返し要介護認定の申請を勧奨しても勧奨に応じないケースが発生しており、全

国的には、訴訟に発展したケースが多数ある。 

・ 上記のほか、現行制度では、介護保険対象年齢で、加齢に伴い身体機能が低下した場合、あるいは障

害に起因しない要因（認知症等）で支給量が不足する場合であったとしても、障害者であれば障害福祉

サービスが利用できることになり、利用者間格差や地域間格差が生じている。 

【効果等】 

・ 重度障害者に対する十分な生活保障が可能になる。 

・ 公平なサービスの提供が可能になり、利用者の理解が得られる。 

・ 障害福祉サービスから介護保険サービスへの円滑な移行が促進される。 

・ 市町村の事務処理が円滑に遂行される（審査請求・訴訟の回避）。 

・ 公費負担が軽減される。 
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［障害福祉制度［障害福祉制度［障害福祉制度［障害福祉制度    ５５５５］］］］    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重症心身障害児（者）の在宅支援体制整備重症心身障害児（者）の在宅支援体制整備重症心身障害児（者）の在宅支援体制整備重症心身障害児（者）の在宅支援体制整備    提言提言提言提言 28

 

○ 在宅の重症心身障害児（者）に対する身近な地域における日中活動サービスの提供

が確保されるよう、小規模事業所に係る特例（人員基準の緩和、報酬区分の追加）を

導入するとともに、利用者の地域に出向いてサービスを行う巡回方式を実施する場合

の報酬の加算を行うこと。 

〇 利用定員増加の妨げとなっている、重症心身障害児に対し指定通所支援を行う場合

における利用定員６人以上の場合の報酬を適正な水準に引き上げること。 

〇 短期入所事業所について、緊急時の利用等の保護者のニーズに対応できるよう、単

独型・併設型にあっては緊急短期入所体制確保加算・受入加算を、空床利用型にあっ

ては医療連携体制加算をそれぞれ拡充すること。 

【背景】 

・在宅の重症心身障害児（者）とその保護者の希望は、生まれ育った地域で一貫したサービスを受け

ることであるが、本県では、中山間地域が多く、長い海岸線沿いを中心に都市が点在するといった

地理的条件や、地域におけるサービス資源が限られていることから、サービスを利用するため長距

離を移動して生活圏外の事業所へ通うなど、負担が大きいのが現状である。 

・重症心身障害児（者）に対する日中活動サービス（生活介護・児童発達支援・放課後等デイサービ

ス）については、医療的なケアが必要であり、急な体調不良によるキャンセルも生じやすいことか

ら、常に一定人数の利用を確保しようとすると、人口密集地域にサービスが偏る傾向にある。 

・また、保護者の急病など、緊急時には短期入所を利用する必要があるが、事前に予約をしていなけ

れば利用できない場合が多い。 

・制度面でも、報酬については、利用定員６人以上の場合の報酬が生活介護の報酬と比べて低く設定

されているため、既存の事業所が定員増を行うことが困難となっているほか、短期入所事業所にお

いて緊急利用のために空床を確保した場合の加算があるものの、単位数が少なく、十分に活用され

ていないとの指摘がある。 

 

【効果等】 

・利用者が少数となる地域を対象とした小規模サービスの展開が容易になり、身近な地域における

サービスの確保につながる。 

・巡回方式の導入を併せて促進することにより、小規模事業所の開設が困難な中山間地域等におい

ても、サービスの確保を図ることができる。 

・報酬水準を適正化することにより、規模の大小にかかわらず安定的にサービスを提供することが

できる。 

・緊急時等の短期入所の利用の確保を促進することにより、不測の事態にも備えることができる。 



３０ 

 

生活保護制度に関する提言について生活保護制度に関する提言について生活保護制度に関する提言について生活保護制度に関する提言について    
 
生活保護制度に関する提言については、最近の情勢変化等を踏まえて検討した。 

 
【生活保護制度に関する情勢変化等（共通背景）】【生活保護制度に関する情勢変化等（共通背景）】【生活保護制度に関する情勢変化等（共通背景）】【生活保護制度に関する情勢変化等（共通背景）】    
 
１１１１    生活保護受給者生活保護受給者生活保護受給者生活保護受給者の増加の増加の増加の増加                        〔単位：人、％〕 

区  分 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

全   国 
（保護率） 

1,543,321 1,592,620 1,763,572 1,952,063 2,067,244 2,135,708 2,171,139 

(1.21) (1.25) (1.38) (1.52) (1.62) (1.67) (1.71) 

愛 媛 県 
（保護率） 

16,114 16,612 18,045 19,883 21,133 21,980 22,370 

(1.10) (1.14) (1.25) (1.38) (1.48) (1.54) (1.58) 

        ※各値は月平均値。ただし、H25全国の値は、H26.3時点の速報値。 
    
２２２２    生活保護生活保護生活保護生活保護費総額の増大（国と地方自治体の財政を圧迫）費総額の増大（国と地方自治体の財政を圧迫）費総額の増大（国と地方自治体の財政を圧迫）費総額の増大（国と地方自治体の財政を圧迫）          〔単位：億円〕 

区  分 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

全   国 26,175 27,006 30,072 33,296 35,016 36,028 未公表 

愛 媛 県 274 278 300 330 348 358 363 

※上表数値は給付費のみ。これ以外のケースワーカー等人件費、被保護世帯調査費、福祉事務所
管理運営費等も含めた社会的総コストを念頭に置いた議論が必要である。 

 
３３３３    生活保護法の改正生活保護法の改正生活保護法の改正生活保護法の改正    

平成25年の第185回国会（臨時会）において、昭和25年の制度創設以来の大きな見直しとな
る生活保護法改正法が成立した。改正内容は、現場において実際に制度を運用する地方自治体の
具体的提案も踏まえたものとなっており、一定の評価をするものの、不正受給対策としての罰則
の強化や、後発医薬品使用促進等では効果が薄いと言わざるを得ず、増え続ける生活保護受給者
に対し負担が増加し対応に苦慮している地方自治体・福祉事務所の負担軽減をはじめ、さらなる
効率化・適正化など、不断の改革が必要である。 

 
４４４４    生活保護基準の改定生活保護基準の改定生活保護基準の改定生活保護基準の改定    

平成25年8月に生活保護基準の見直しが実施され、段階的に3年間で10％程度減額することとな
ったが、級地区分の見直しが一部に留まり、地域の実情に合っていない。また、基準改定に係る
審査請求が全国で2万件を超えたほか、各地で訴訟に至るなど、都道府県においては業務負担が急
増し対応に追われた。制度設計を担う厚生労働省においては、都道府県の審査が適切かつ円滑に
行えるよう、情報提供や職員経費に対する助成などの支援をお願いしたい。 
 

５５５５    生活保護制度に対する国民の不信感や不公平感生活保護制度に対する国民の不信感や不公平感生活保護制度に対する国民の不信感や不公平感生活保護制度に対する国民の不信感や不公平感    
平成24年度における芸能人の親族の生活保護受給報道等により、国民の生活保護制度に対する

関心が高まるとともに、不信感や不公平感を抱かせることともなった。生活保護制度は、個人情
報・プライバシーを特に重視するという性格から、透明性や国民への説明責任という点で課題が
あることは否めないため、厚生労働省は、制度の重要性や実態、実績などについて国民に正しく
周知・ＰＲすることが必要である。 

 
６６６６    生活困窮者自立支援制度の創設生活困窮者自立支援制度の創設生活困窮者自立支援制度の創設生活困窮者自立支援制度の創設    

生活困窮者自立支援法の施行に伴い、平成27年度から生活保護に至る前の生活困窮者を早期に
把握して自立を促進する生活困窮者自立支援制度がスタートするが、制度の理念等は評価できる
ものの、具体化に当たり次の問題が生じたことから、改善が求められる。 
・現場が必要とする情報（事業費、算定基準等）が法施行まで３か月を切った平成27年１月中旬

まで示されず、各自治体においては、予算編成への影響や委託先との交渉、相談支援員等の雇
用など事前準備が遅れ、体制整備に支障が出た。 

・当初想定から事業費が大幅に圧縮されたため、相談支援員が十分配置できないなど相談支援体
制が後退したほか、広域加算は設定されたものの都道府県への配分が抑制された。 

・新制度は住民に対する基本的サービスに関わるものであり、福祉事務所を設置していない町村
においても極めて重要な制度であるにもかかわらず、町村の責務や役割が法に規定されておら
ず、町村への経費支出もできない状況である。  



３１ 

 

 
    

[[[[生活保護制度生活保護制度生活保護制度生活保護制度    １１１１]]]]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
【背景】 

・生活保護費の約半分を占める医療扶助の適正化対策は、喫緊の課題となっている。 

 【医療扶助費総額と生活保護費総額に占める割合】          〔単位：億円、％〕 

区  分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

全   国 

（割 合） 

13,393 14,515 15,701 16,432 16,759      17,077 

(49.6) (48.3) (47.2) (46.9) (46.5)      (47.0) 

愛 媛 県 

（割 合） 

143 151 168 177 180 183 

(51.3) (50.4) (50.7) (50.8) (50.3) (50.5) 

 

・生活保護受給者の「医療費は無料」という誤った認識等により、重複受診や頻回受診等が発生

しやすく、医療扶助費の増加要因になっている。 

・平成25年12月の生活保護法の改正により、国（地方厚生局）による指定医療機関への指導が可

能となったが、現行体制では実効性に問題があり、有名無実である。また、後発医薬品使用の

促進等も盛り込まれているが、努力義務規定となっていることから、効果が見込めない。 

・平成24年度に電子レセプトシステムの抽出機能が強化され、頻回受診などの具体的な指導対象

者を容易に抽出することができるようになったが、抽出機能だけでは医療費抑制の実効性がな

い。 
 
 

○ 医療扶助の適正化に実効ある制度を導入する。 

・利用者への医療費通知を制度化するなど、受給者本人が受診内容を適切に把握できる仕

組みを導入する。 

・初診料の自己負担制や医療費の一時立替払制度（自己負担分を支払った後、適正受診と

認定されたもののみ当該自己負担分が償還される仕組み）を導入する。 

・生活保護、公費負担医療を含めた全ての制度について、国が一元的に保険医療機関等に

対する指導・監査に責任を持つ制度に改正し、地方厚生支局に必要な人員を配置する。 

医療扶助の適正化に実効ある制度の導入医療扶助の適正化に実効ある制度の導入医療扶助の適正化に実効ある制度の導入医療扶助の適正化に実効ある制度の導入    提言提言提言提言 29 

【効果等】 

・不要不急の受診を抑制し、生活保護費の約半分を占める医療扶助の適正化を推進できる。 

・医療機関等に対する指導体制の強化により、適正診療の推進及び医療費適正化に寄与する。 
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[[[[生活保護制度生活保護制度生活保護制度生活保護制度    ２２２２]]]]    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 申請者の希望に応じて、住宅扶助単給や一時扶助単給等が可能な制度に改正する。 

○ 各種扶助の給付に当たっては、一部を現金ではなく、現物支給が可能な制度に改正する。

具体的には、全国共通の制度として、電子マネー（プリペイドカード）により保護費の一

部を支給する。 

【背景】 

・保護の単給は医療扶助に限られているため、節約に努める申請世帯が住宅扶助や一時扶助

等の部分的又は一時的な窮状を訴えた場合でも、一旦保護決定を行うと生活扶助を始めと

する全ての扶助の対象となり、その結果、被保護者に生活扶助等の累積金が発生してしま

うことが多い。 

・被保護者が保護費を遊興費等に使用するなどの事例が社会的に批判されているが、抑制す

る有効な手立てがない。 

・平成25年12月の生活保護法の改正により、家計管理を支援する取組みが導入されたが、領

収書の保存や家計簿の作成のみでは実効性に欠ける。 

・本県が提言してきた保護費の現物支給については、大阪市が平成27年２月からモデル事業

として生活保護費の一部をプリペイドカード方式により支給を始めたことから、同市の導

入実績や課題の検討を行った上で、全国共通の制度として運用することが望ましい。 

【効果等】 

・全ての扶助を単給制度に改正することで、申請者の意思に応じた救済が可能になり、

生活保護費の削減につながる。 

・電子マネー（プリペイドカード）の利用明細の活用により、適正な家計支援や生活支

援が可能となる上、全国共通によるスケールメリットから導入コストの削減にも寄与

する。 

単給制度の単給制度の単給制度の単給制度の拡大拡大拡大拡大及び現物支給制度の導入及び現物支給制度の導入及び現物支給制度の導入及び現物支給制度の導入    提言提言提言提言 30 



３３ 

 

 

 

[[[[生活保護制度生活保護制度生活保護制度生活保護制度    ３３３３]]]]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <参考> 生活保護法（抜粋） 
（費用の徴収） 

第第第第 78787878 条条条条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保
護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、
その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。（２項以下略） 

（生活上の義務） 
第第第第 60606060 条条条条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出そ
の他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければ
ならない。 

（届出の義務） 

第第第第 61616161 条条条条 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の
構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければな
らない。 

 

○ 生活保護法の受給要件を見直し、指示違反や不正受給を行った者に対し、悪質の度合い

に応じた『一時停廃止制度』を創設する。 

【背景】 
・生活保護費の不正受給については、全国で、平成25年度は、金額が186億9,033万3千円（前

年度比２％減）と減少したものの、件数は43,230件（前年度比３％増）と増加し、過去最
多となっている。 

【全国の生活保護費の不正受給の推移】 

年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

件数 19,726件 25,355件 35,568件 41,909件 43,230件 

金額 
10,214,704 

千円 

12,874,256 

千円 

17,312,999 

千円 

19,053,722 

千円 

18,690,333 

        千円 

【愛媛県内の生活保護費の不正受給の推移】 

年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

件数 351件 453件 537件 613件 652件 

金額 138,062千円 195,059千円 186,475千円 202,308千円 167,241千円 

・生活保護法では、無差別平等の受給権が規定されており、たとえ暴力団員であっても、暴力
団員であることを立証して保護要件を満たさないことを認定しないと申請を却下できない。 

・不正受給を原因とした保護の停廃止規定がない。 

・生活保護法が改正されたが、不正受給対策では罰則の引上げや徴収金の上乗せ等、抑止力
として効果の薄い対策に留まっている。 

【効果等】 

・法第60条及び第61条に規定する義務違反に厳正に対処することで、義務を遵守する被保

護者との平等性を確保できる。 

・違反者を防止することで、生活保護受給に偏見を持つ社会的風潮を是正できる。 

生活生活生活生活保護受給資格の一時停廃止制度の創設保護受給資格の一時停廃止制度の創設保護受給資格の一時停廃止制度の創設保護受給資格の一時停廃止制度の創設    

    
提言提言提言提言 31 
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[[[[生活保護制度生活保護制度生活保護制度生活保護制度    ４４４４]]]]        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 現在の基準生活費の級地区分を実際の経済実態に応じたものに見直す。 

○ グループホーム入居者独自の基準生活費を設定し、支給額を引き下げるとともに、累積

額に応じて加算額・基準生活費の支給停止、保護を停廃止できる制度に改正する。 

○ グループホームの住居費用の経理資料に基づいて人数換算し、入居者の住宅扶助が最小

限の経費で現物支給できる制度に改正する。 

【背景】 

・本県の場合、経済圏も同じで生活実態も大きな差異がないにも拘らず、県庁所在地の市の

級地区分が「２級地－１」、隣接する市町が「３級地－２」であることから、基準生活費に

大きな開きが生じ、市町間の不均衡が生じるとともに、周辺市町等から県庁所在地の市へ

要保護者が流入する原因ともなっている。 

 また、現在の級地は、平成の大合併時に県庁所在地の市と合併した島嶼部の町などが経済

実態に関係なく高い級地となるなど、矛盾を生じている。 

［標準３人世帯での生活扶助] 

   ●２級地－１（松 山 市)  150,000円 

   ●３級地－２（隣接市町）  132,520円 

・グループホーム入居者には、居宅生活基準で生活扶助費を支給しているが、実際の費用が

基準を下回るため、その差額が累積し、数百万円の預貯金を保有したまま生活保護を受給

している事例も発生している。 

  ［松山市における例］ 

●75歳単身者がグループホームに入所する場合の基準生活費 

       100,630円（生活扶助１類・２類、住宅扶助） 

    ●グループホーム月額利用料の一例 

        91,000円（食費、光熱水費、家賃、共益費） 

【効果等】 

・市町間の不均衡や被保護者間の不公平感を是正することができる。 

・生活保護受給の適正化に資する。 

・グループホーム入居者の真の需要に応じた最低生活基準の算定を行うことで、生活保護

を受給していないグループホーム入居者との均衡を図ることができる。 

基基基基準生活費の級地区分の適正化、グループホーム入居者の基準生活費の設定準生活費の級地区分の適正化、グループホーム入居者の基準生活費の設定準生活費の級地区分の適正化、グループホーム入居者の基準生活費の設定準生活費の級地区分の適正化、グループホーム入居者の基準生活費の設定    

    
提言提言提言提言 32 

（差額 17,480 円） 
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[[[[生活保護制度生活保護制度生活保護制度生活保護制度    ５５５５]]]] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

○ 相続人のいない被保護者が死亡した場合の遺留金品は、福祉事務所への返還金又は徴

収金、福祉事務所が死後に行った家財処分の経費等に充てられるようにし、なお残余を

生じる場合は、直ちに国庫に帰属させるよう法整備を行う。 

○ 相続人がいる被保護者が死亡した場合の遺留金品についても、福祉事務所への返還金

又は徴収金がある場合には、相続人による相続に優先して、これらに充てられるように

する。 

【背景】 

・相続人のいない被保護者が死亡した場合の遺留金品について、福祉事務所は、生活保護法

施行規則第22条第２項の規定により、速やかに「相続財産管理人」の選任請求を行い引き

渡すことになっているが、選任請求に係る費用に満たない場合には、歳入歳出外現金等の

形で保管せざるを得ない。 

また、当該死亡した被保護者の福祉事務所への返還金又は徴収金は「相続財産管理人」の

選任手続を経なければ回収できず、また、死後に家財処分料が必要となった場合も現行制

度ではこれに充てることができない。 

 

 ・相続人がいる被保護者が福祉事務所への返還金又は徴収金を残して死亡した場合、遺留金

品があっても、相続が行われた場合は相続人に請求するしかない。 

【効果等】 

・返還金又は徴収金の未納を抑制するとともに、福祉事務所で速やかに国庫への返納手続

を行うことで、実施機関における現金の保管等の取扱いも解消される。 

・被保護者が生前に当然に納めるべき返還金又は徴収金を遺留金品で清算できる。 

生活保護受給者が死亡した場合の遺留金品の取扱いの整備生活保護受給者が死亡した場合の遺留金品の取扱いの整備生活保護受給者が死亡した場合の遺留金品の取扱いの整備生活保護受給者が死亡した場合の遺留金品の取扱いの整備    提言提言提言提言 33 
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[[[[生活保護制度生活保護制度生活保護制度生活保護制度    ６６６６]]]]    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【効果等】 

 ・生活保護の適正実施の体制が確保される。 

・指導監査体制が拡充されることによって、福祉事務所に対する指導が十分に行えるように

なり、福祉事務所の業務執行能力の向上及び生活保護の適正実施に資することができる。

・アウトソーシングによって、増減する被保護世帯に対し、時機を得た体制整備が可能とな

る。 

生活保護実施体制の拡生活保護実施体制の拡生活保護実施体制の拡生活保護実施体制の拡充充充充    

 

提言提言提言提言 34

 

○ 保護の適正実施を図る観点から、リーマン・ショック以降、増加を続ける被保護世帯

に対して必要な指導・援助を行う福祉事務所の現業員を確保できるよう十分な財源措

置を講ずる。 

○ 地方の生活保護指導職員の人件費補助を増額し、必要な指導監査体制を拡充する。 

○ ケースワークのアウトソーシングについて検討を行う。 

【背景】 

 ・社会福祉法により現業員等の人員配置基準が設けられているが、各自治体では近年の被保

護世帯の増加に対応して現業員の職員数の確保に努めているものの、厳しい財政状況等か

ら、人員確保が困難な状況にある。また、交付税算定基礎には被保護者人数が用いられて

いるが、生活保護業務は法定受託事務であることから、必要な現業員等に対する財源を確

保し、各福祉事務所に対して手当する必要がある。 
 

ケースワーカー数 平成19年４月  ① 平成24年４月  ② 増減（①-②） 

全国 １２，８０５ １６，１８１人 ３，３７６人 

愛媛県 １５８人 ２０２人 ４４人 

（総務省：地方公共団体定員管理調査による）          

・厚生労働省は、平成26年７月25日に閣議決定された「国の行政機関の機構・定員管理に関

する方針」（国家公務員の定員を５年で10％以上合理化）に沿って、平成27年度において、

生活保護指導監査委託費は「閣議決定を踏まえ、計画的な見直しを行う。（生活保護指導職

員数：321人→314人）」との方針を示しているが、国家公務員の定数合理化のために地方の

生活保護指導職員の人件費補助を削減することは不適切であり、また、リーマン・ショッ

ク以降の生活保護受給者の急激な増加に伴う業務の増大により、むしろ生活保護指導職員

数は充実させる必要がある。 

国費対象職員 平成22年度  ① 平成26年度 平成27年度  ② 増減（①-②） 

全国 ３５６人 ３２１人 ３１４人 △４２人 

愛媛県 ５人 ４人 ４人（予定） △１人（予定） 

本県の生活保護指導職員数（実配置）は、平成22年度から27年度まで７人であり、 

国費対象職員数とかい離が拡大している。 
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                                 （次ページに続く） 

    現場の実情を十分考慮した現場の実情を十分考慮した現場の実情を十分考慮した現場の実情を十分考慮した施策の展開施策の展開施策の展開施策の展開    

    

提言提言提言提言 35 

○新制度導入や制度改正に当たっては、○新制度導入や制度改正に当たっては、○新制度導入や制度改正に当たっては、○新制度導入や制度改正に当たっては、現場の準備に必要な現場の準備に必要な現場の準備に必要な現場の準備に必要な情報を情報を情報を情報を早期に提示す早期に提示す早期に提示す早期に提示するるるるとととととととと

ももももに、に、に、に、施行時期も施行時期も施行時期も施行時期も現場の準備現場の準備現場の準備現場の準備期間を期間を期間を期間を勘案し勘案し勘案し勘案し設定する。設定する。設定する。設定する。    

○全国一律の施策展開でなく、各自治体が地域の実情に合わせて自主的かつ○全国一律の施策展開でなく、各自治体が地域の実情に合わせて自主的かつ○全国一律の施策展開でなく、各自治体が地域の実情に合わせて自主的かつ○全国一律の施策展開でなく、各自治体が地域の実情に合わせて自主的かつ柔軟柔軟柔軟柔軟に実施に実施に実施に実施

をををを選択できるよう選択できるよう選択できるよう選択できるようにする。にする。にする。にする。    

○全国一律に○全国一律に○全国一律に○全国一律に「「「「地方計画地方計画地方計画地方計画等の策定等の策定等の策定等の策定」を強要する」を強要する」を強要する」を強要するのではなくのではなくのではなくのではなく、、、、各自治体が地域の実情を勘案し各自治体が地域の実情を勘案し各自治体が地域の実情を勘案し各自治体が地域の実情を勘案し

必要なもの必要なもの必要なもの必要なもののみを策定できるよう自主性を尊重する仕組みとするのみを策定できるよう自主性を尊重する仕組みとするのみを策定できるよう自主性を尊重する仕組みとするのみを策定できるよう自主性を尊重する仕組みとする。。。。    

【背景】 

・新制度導入や制度改正の主な事例 

法令・制度等 施行までの経緯等 現場での対応 

生活困窮者自立

支援法 

平成25年12月に成立し、平成27年４月に施行される。同制度

は、生活困窮者に対する相談体制の整備（委託先の選定・交

渉等）や相談員の雇用等の事前準備が必要であるにもかかわ

らず、国の概算要求が事項要求とされ、施行まで３か月を切

った平成27年１月中旬になるまで、現場が最も必要とする

情報である事業費や人件費の算定基準等が具体的に示

されなかった。 

本県では、委託先との詰めの交渉

や相談員の雇用等本格的な準備

作業に着手できなかった上、郡

部の実施体制を整えるに十分な

事業費の確保ができず、調整に

困難を極めた。 

改正生活保護法 医療機関等の指定制度の見直しにより、平成26年７月から指

定の有効期間を６年間とする更新制が導入された。 

県下で約2,500件の医療機関等が27

年６月末までの１年間で改正法によ

る指定申請が必要となり、周知に努

めたものの、医療機関等から質問が

多く寄せられるとともに、指定等の

手続が集中することとなった。 

 

難病法及び改正

児童福祉法 

平成26年５月に成立し、平成27年１月に施行された。両制度

は、患者の申請に基づき医療費助成を行うもので、医療を実

施する医療機関や診断書を作成する医師の指定が必要であ

るにもかかわらず、施行１か月余り前の平成26年11月末ま

で、申請様式や手続等を規定する政省令が公布されなかっ

た。 

医療機関等から制度運用への質問が

多く寄せられるとともに、指定等の

手続が短期間に集中し、混乱が生じ

た。 

 

子育て支援員 

研修制度 

 

平成 27 年度に創設される予定の「子育て支援員」研修

制度については、制度設計の検討がなされているとこ

ろであるが、研修体系や研修科目の案が先行して公表

された。 

地方自治体が実施主体となる事

業であるにも関わらず、国から

地方自治体への情報提供と公表

がほぼ同時期であるため問合せ

への対応に苦慮しており、また

予算措置や実施にあたっての具

体的方針等が決まっていないこ

とから、地方自治体としても方

針が固められない状況となって

いる。 
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【効果等】 

・新制度や制度改正の施行に当たって、現場において十分な準備を行い、万全の態勢で臨

むことができるようになる。 

・各自治体が地域の実情を勘案し、自主的な判断により、真に必要な施策や計画等のみを

選択することで、地方分権を推進することができる。 

【背景】 

 

・厚生労働省は、近年、特定の自治体の成功事例を全国一律で導入しようとする傾向があるが、地

域によって資源や事情が大きく異なることから、優良事例の報告や推奨にとどめ、事業実

施については各自治体の裁量に任せるべきである。 

 

 ・厚生労働省は、自治体に対し分野ごとに「地方計画等の策定」を求めることが多いが、計画等の策

定が目的化している感がある。自治体の現場では必要性に疑問を感じるものもあり、特に小規模自

治体では事務負担が大きくなっている。同省が国の計画や方針等を策定し自治体に示すこと

は意義があると思われるが、自治体に地方計画等の策定を強要することは、地方の自主性

を損なうことにもつながる恐れがある。 
 

 

【法令で策定を義務付け又は努力義務とされている計画等（主なもの）】 
  地域福祉計画、医療費適正化計画、特定健康診査等実施計画、がん対策推進計画、地域保健医療計画(地域医療ビジョン)、

健康増進計画、子ども・子育て支援事業支援計画、障害者計画、老人福祉計画、介護保険事業計画 等 
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○ 国庫負担（補助）金において、国は適正な補助基準を示し、その基準に基づき算定し

た要望額については、所要予算額を確保すること。 

○ 国が基準を示して施策展開する事業において、基準を満たすために最低限必要となる

施設整備費用等の補助については、地方に過重な負担を強いることのないよう、実態に

即した補助基準を定めて、所要予算額を確保すること。 

【背景】 

 ・所要予算額不足の主な事例 

補助金名等            内    容 

医療提供体制推進
事業費補助金 
 

地域医療の推進に不可欠な補助金であるが、内示額が事業計画額を大幅に下回る状況
（平成26年度調整率：62.5％）が続いており、各事業の補助金を減額している。 
なお、当該補助金の対象事業である「ドクターヘリ導入促進事業」は、運航経費（補助
基準額：218,659千円）に対して１／２を国が補助するものであるが、導入県において、
減額分が県の超過負担となっており、財源の確保が大きな課題の一つとなっている（本
県においてドクターヘリ導入を検討中）。 

 平成26年度要望額93,356千円 → 内示額58,385千円 

感染症予防事業費
等国庫負担（補助）
金（健康増進事業） 

市町が実施する健康増進事業（健康教育・健康相談・健康診査等）に対して県が補助す
る額の１／２を国が補助するものであるが、平成26年度は要望額に対し21.4％内示減が
あり、減額分については市町が超過負担することとなった。 
平成 26年度要望額 22,916千円 → 内示額 18,002千円 

介護保険事業費補
助金（認知症疾患
医療センター運営
事業） 

認知症疾患医療センターが認知症専門医療の中核的機関として大きな期待を集め、認知
症への不安を抱える者やその家族から一層の整備拡充が求められている中で、認知症疾
患医療センター運営事業の業務内容に変更がないにもかかわらず、センター１箇所当た
りの国補助額が減少したため、医療機関との信頼関係が著しく損なわれ、運営事業の円
滑な実施に支障が生じている。 
１箇所当たり国補助額（地域型） 25年度2,419千円 → 26年度1,810千円 

 

【効果等】 

・全国的に統一された内容で実施されるべき事業等の円滑な実施が図られる。 

（ドクターヘリ導入促進、市町における健康増進事業の円滑な実施、認知症疾患医療セ

ンター運営事業の充実等） 

国庫負担（補助）金の所要予算額確保国庫負担（補助）金の所要予算額確保国庫負担（補助）金の所要予算額確保国庫負担（補助）金の所要予算額確保    提言提言提言提言 36
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